
戦後東 ドイツ農村における農民の ｢共和国逃亡｣

-メクレンブルク ･フォアボンメルン州 1952-1955年一

足立 芳宏

Yoshihiro ADACHI:TheMassEmigf･alE'onfrom AgF･iculturez'nPost-WarEast

Gef･many,Mecklenbu7-g-Vorpommel･n.1952-1955.

WhencmphasizlngOnlythestrongpolltlCalpressureasthereasonofthemassemigration

from agricultureinEastGerrnanyof1950Ts,itlSnotSufrlCienttounderstandItsSOClalhis-

toricalmeanlng･Thepurposeofthispaperistoclarlfy thlSProblem from moreexpensive

pcrspectlVCIParticularlywedifferentiatebetweentheoldandnew farmers,consideringthat

few historicalresearch has dealtwl'th the matters of new farmer emlgration Land

Mecklenburg-VorpommernlSChosenastheresearcharea,becausethereemergedaseriesof

problemsastotllemassemlgrationveryprominently･

Onold-farmerviHagcsthlSpaperfirstlyemphasIZCSthehlStOrlCalsigmfTICanCeOfl952-1953

becauseitledtotheendofthe"G7･OJ5'ballernFFasasocialclass.Tnanalyzingthereasonsof

farm requisitionbythel'devastatedfarm actHof20March1952relatedtotheRepub/14PlLCht

c･loldfarmers,wefindthatnotmerelytheSED agrlCulturalpollCyagainstGroBbauern but

alsothenegativeinf一uenceofWW2uponthefarmer'sfamilymembers,suchasawardeath

andwound,causedthefarm devastation.Secondlywepayattentiontothefamllymembers

whoremainedinthevlllageevenafterfarm requlSition,WhileworkingaSthefarm labors

ofOLB(publlCOr等anizationcontrollingrequlSitlOnedfarmsinthevillage),theysufferedfrom

housingproblems,astheyweredeprivedoftherlghttoliveinthelrOwnhotlSeandforced

inthenarrow rooms

Aboutnew farmerswefindabehavioralpatterndifferentfrom thatofoldfarmers.Their

motlVeSforemlgratlOnareregardedas"proletarianH,suchasmatcrlaldiscontentandexacer-

bationOfelthermarltalorfamHyrelationship Furthertheyhadfew conslderat10mForfarm

succession,whichallowyoungpeopletoemlgratCfrom villages.Butamajorpartoffarmers

glVlnguPfarmingln1950lsdldnotemlgrate･Theywerenew farmerswhohadacceptedthe

vacantfarm of'emlgrant,andgaveupItsfarmlngtOavoidaburdenbeyondtheirability･In

additlOn,Wefindoftenamanagepatternthatmalenew Farmergotmarriedintothefarnlly

oFhisbrid,thatis,afemalefarlller.ttenabledthem toconcentratebothhumanandmaterial

resourcesIntobetterone･Inthe1950'S,speciaHyafter17 June,therewereopenedsome

pathsfornew farmerstosurvive,whichwewouldtakelnconsiderationtoexplainthediver-

slty ofcoHectivizationin1950'S.

1.はじめに

よく知られるように､戦後東独の農業集団化は､1952年 7月の第2回党協議会の集団化宣

言にはじまり､1953年6月17日の民衆蜂起による挫折をえて､1959-1960年における全面的

集団化をもって ｢完了｣する｡かつて冷戦期においては､この過程は､一般には農村におけ
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る Lからのソ連型社会主義の移植過程として語られてきたといってよいCより具体的には､

LからU)暴力的な集団化の進行と､西側に逃亡する農民の姿が､この理解の中心的な要素を

なしてきたのである｡

しかし､こうした理解については､まずは1952-1953年における初期集団化過程と､19591

1960年における金融Irl勺集団化過程の位相の違いがまったく問題にされていないことを指摘 し

なくてはならない/Jだが､それ以 日こ､本稿とのモチーフとの関わりから強調しておく必要

があるのは､農民逃亡の現象が､政治的な文脈で語られる農業集団化運動に過度にひきつけ

られて語られてきたのではないかということである｡というのは､第一一一に､1952年から1953

年にかけての事態は､旧農民村落にとっては開村以来の大農支配の終蔦を意味するほど甚大

なものであったoそれはブーツ村落の 1二地改革に匹敵するほどの歴史的大事件であり､決 し

て農業集団化だけに帰結させてすむ問題ではないのである｡)しかも､後述のように､当該期

において放棄された大農経営がそのまま ｢農業生産協同組合｣(以 T,'LPGと略記)に移管さ

れるのは､むしろその一部であったにすぎない｡

第 二に､1950年代の農民逃亡は､大農問題だけで語りうるほど単純ではなかったO実は､

旧農民逃亡を上回るほどの意義を持つ新農民の経営放棄と大EE詮･逃亡現象が1950年代をとおし

てみられるからである｡ところが､従来､当該期の農民逃亡については､集団化の暴力的な

側面が強調されてきたために､逆に､｢自発的な｣傾向の強い新農民逃亡はほとんど分析さ

れてこなかった｡ さらに､旧農民層についても､戦後的状況の規定性を強く帯びる-･群の

｢荒廃農民経営devastlerteBetriebe｣の問題､農民逃亡後の経営管理の問題､さらには残され

た農民家族の処遇問題などは､従来の分析の視野からは往々にして抜け落ちてしまっているO

ようやく近年にいたってChネ - リングが当該期の耕作放棄地の問題をテーマとした研究を

発表しているが(■)､残念ながらその内容は耕作放棄の最的な分析の域をこえるものにはなっ

ていない｡

以 L-.の点に鑑みつつ､本稿は1950年代前半の東独農村における ｢農民逃亡｣問題について､

通俗的な ｢旧農民経営の政治的逃亡｣論をこえ､より広い問題群を視野にいれつつ､｢農民

逃亡問題｣の全体像を明らかにすることを鋸!勺としたいC,また､日歩のように､この間題は､

L-.地改革に起因する新農民問題と､旧農民村落の大農F-郡題という二つの異なる問題が重なっ

て発生している点に最大の特徴があった｡従って､本稿では､なによりrFlf渚 を峻別すること

に力点をおきたいと思 う｡両者の実態と差異を明らかにしたとき､この二つの問題の交差の

うえに生 じてくる1950年代農業集団化の全体像がはじめて浮かび上がってくると思 うからで

もあるOまた､時期的には旧農民層については1952-1953年を､そ して新農民層については

｢6月事件｣後の1955年前後を主要な分析対象としたい｡

ところで､戦後東独の農業問題は､もともとの農業構造の相違にもとづき､その様相が南

北で大きく異なっていた｡このうち東エルベ型に属する北部地域は､グーツ経営解体を課題

とした土地改革の中心的地帯であり､かつ旧農民村落における大農村落の占める割合が大き
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いことを特徴としてお り､このため本稿で問題 とする新農民と大農の逃亡問題や経営接収 ･

経営放棄の問題が敗者な意義をおびたところであった｡本稿が対象とするのはこうした特性

を顕著に示すメクレンブルク ･フォアホンメルン州である｡これに対 して工業的地域で､か

つ厚い中小農民層の存在を特徴 とするチュー リンゲン州などの南部地域は､土地改革や ｢反

大農政策｣の影響は相対1A;畑こ弱く､む しろその後の全面的集団化期の矛盾こそが､北部地域

よりも集中的に現れたと考えられる地域である｡

史料としてはシュベ リンの州立文書館所蔵のアルヒーフ史料を中心に､ベル リンの連邦文

書館およびグライフスバル トの州立文書館所蔵のアルヒーフ史料を補足的に用いているOこ

のうちもっとも依拠 したのは､シュベ リンの文書館所蔵の ｢荒廃経営関連史料｣であった｡

詳細は脚注を参照いただきたい(ヱ'｡

2,1952-1953年における ｢耕作放棄地｣および ｢荒廃経営｣の関連立法

前述のように当該期の土地問題は､新農民問題 と大農問題の二つの問題系譜が重なってい

た点に最大の特徴がある｡この点は当時の関連立法からも明瞭に観察される｡中心となるの

は ｢非耕作地問題｣と ｢荒廃経営問題｣に関する立法であるが､この うち前者は主要には新

農民が念頭におかれているのに対 し､後者は大農層がターゲットになったものとみてよい｡

まず､前者については､1951年2月8日｢非耕作地法｣､および1952年 3月20日｢非耕作

地追加法｣によって､｢非耕作地｣を村委員会が管理すること､および土地改革用地を新旧

農民経営の追加的な分与地および小作地として利用することが容認されることとなった川｡

また､後者の ｢非耕作地迫加法｣において､新農民を中心とした ｢非耕作地｣の引き受け手

に対 してさまざまな優遇措置が定められていることも目を引こう｡ここでいう ｢非耕作地｣

は多様な地 目を含むが､実際には新農民放棄地のこととみなしてよい川｡それまでは新農民

の経営放棄に対 しては､もっぱら新規申請者による代替により対処がなされてきたが5̀)､そ

うした仕方は1951年に至って明白な限界に直面 してお り､既存新農民による引き受けが模索

されていたのである｡さらにそれもかなわない場合について､耕作放棄 された土地改革用地

を村が一括管理 ･経営することを認めたことは､新農民の経営放棄問題の深刻さとともに､

個別農民の入植 事業としての 日出改革政策理念そのものの挫折を意味しているO

的な対処がはかられたOまず､ L記の ｢非耕作地追加法Jと同じ目付けをもつ1952年 3月20

ETO)｢荒廃農業経営に関する立法｣(以下､｢荒廃法｣)̀(''において､問題のある旧農民経営は､

｢逃亡経営｣､｢不良経営｣､｢脆弱経営｣の三つに区分され､その管理方式が明示化されるこ

とになった｡すなわち第 1条において ｢逃亡経営｣は無条件に ｢信託機関TreLlhand｣の管理

下に移すとされ､第 2条において ｢不良経営｣とされた経営は､郡当局の介入により信託機
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閑の管理一円こ移るか､あるいは強制小作化されるとされた｡逆に､第3条において ｢脆弱経

営｣とされた経営については再建対象とされ融資が供与された｡ このように､｢荒廃法｣で

は農民経営の私的なイニシアチヴを明示的に否定しつつも､他方では必ず しも階級規定に基

づく一一･律的な ｢大農否定｣を行 うのではなく､あくまで農業経営として十分な生産力を発揮

しえているかどうかが基準とされているのである｡

以 Lの前史をうけて､第2回党協議会をうけて､1952年 7月17日 ｢資産価値保全に関する

法｣t7'が施行される｡ ここにおいてはじめて ｢共和国逃亡者｣の資産没収が明記 され､かれ

らの農業関連資産を国家の管理下に移行することで､LPGによるその無償利用が可能とされ

たのである｡ さらに1953年 2月19日 ｢農業生産 と住民食糧の確保に関する法｣(H'においては､

第-…弓こ､供出ノルマ未達成の農民が ｢サボタージュ｣の名のfに刑事罰の対象となり､その

結果 として経営が強制接収されることなった｡｢共和国逃亡者｣のみならず ｢反政府分子｣

の経営までもが強制接収の対象となったのである｡当該者の逮捕を伴ったために､のちに大

農弾圧のシンボルとしてもっとも批判されることとなる規定でもある｡第二に､この立法で

は､従来は別系統で処理されてきた新農民の放棄地と旧農民の ｢荒廃経営｣が､-指 して郡

のもとに管理されることとなった｡これはLPGの利用に供せ られるとはいえ､それが不 可能

な場合には村当局がこれを管理することとなる｡このように､立法上は､ここにおいてはじ

めて新農民経営と旧農民経営の放棄地が､LPG化および集落農業経営 (以T､OLB と略記)

の方向で､事実 上 一本化されたのである｡

以上の農地関連立法は､1953年6月11日の新路線､および ｢1953年 6月17日事件｣(以下

｢6ノ三周用二｣と略記)をピークとする一連の出来事により廃止されたOそ して1953年 9月 3

日の ｢無主経営の運営 と集落農業経営の設立に関する立法｣̀｡)において､国家管理下にあっ

た旧農民経営は返却されること､あるいは返却が不可能な場合はLPGや国有農場に対 して売

却処理されることとなった｡ しかし､実際に帰村 し経営返却を申請する旧農民は一部にすぎ

なかった(l̀''｡もちろん､もともと所有意識が希薄な新農民については経営の再取得はそもそ

も問題にもならなかったろうOこうして､以後､1955年にいたるまで､新旧農民の経営放棄

地は､その多くが同法の規定によりつつ ｢集落農業経営oLB｣により村に抱え込まれること

になったのである｡

3.旧農民の ｢荒廃経営｣接収と ｢共和国逃亡｣

(1)村落単位での旧農民の ｢共和国逃亡｣の実態-1953年6月一

以上のような立法措置のもと､とくに1952年 3月以降の旧農民 ｢荒廃農業経営｣の接収政

莱 (川と､同年 7月の第 2回覚協議会を契機 として本格化する農民逃亡は､旧農民村落にとっ

て有史以来ともいえる大きな出来事となった｡しかし､その深刻さは一体どれほどのものだっ
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表1 シュベリン郡の旧農民集落における｢離村経営verlasseneBetriebe｣(1953年中葉)

農場 名簿による 情報
(1920年､単位H of数)

大農 中農
(20ha以 (10-
上) 20ha)

記載された離村農民経営数
大農の｢離村｣率

LPG委譲数 ｢違法行為｣

Ja Nein 件数

Jamel 1 2
Peckate1 8

Mirow 5 1
Bankow be主Plate 12 3

Ltibesse 8

Sulte 10

Godem 5

KleinRogahn 5

Wustmark 7

Goldenstadt 8

Pingshagen 2

Drispeth 7

Wittenforden 12

Plate 10

AlトMeteln 14

Dalberg
Rugensee
Sulstorf
Holthusen
Boken

6

6

5

3

5

1

1

3

cc

6

5

8

0

L

C)
6

7

0

2

7

2
1

6

6

6

6

3

5

1

1

1

1
1

1

1

1

1

-

4

3

4

2

2

3
4

1

4

7

6

9

4

4

1

8

7

1

1

1 1 0.0% 1

1

3

1

1

4

1 12.5%
1 20.0%
5 33.3%

3

4

L･･[(7
0.0%

3 40.0%

6 40.0%
3 42.9%

4 50.0%
1 50.0%
4 57.1%
7 58,3%
6 60.0%

1 10 64.3O//0
4 66.7%

4 66.7%
11 73.3%

18 100.0%(i/1)
7 100.0% (5)

1J
12

2

2

6
6

4

3

6

3

1

4

1

川4
1

2
1

4

4

1⊥

9

7

1

1

159 13 172 95 12 107 59.7% 19 94

注 ｢離村｣ リス トにある集落のうち､1920年の農場名簿にて旧農民集落と判明した20村について集計 した｡農場名簿はIIlof"と称され

るものだけ記されている｡従って中戯経営についてはBudncrの数は含まれていない｡

(1)～(3);各村につきそれぞれ次の注記がされているo(I)｢分割された｣, (2)｢2年間の強制収容所､資産捌 xJ,(3)｢2経営がサ

ボタージュ､2経′ぎ拍ミ4年と5年の刑部詞で資産没収｣

(4) (5);計算値では (4)は138.5%､(5)は140%であるが､これは192川三の数値を用いているためo明らかに不適切なので､こ

こでは100%としたo

ILiJ.典 :uiAS,7.1日 ,Nr.3050u.Nr.3051,およU刊1ekammerlsCuter-Adre/jbucher,Band4,Mccklenburg, LelPZlg1921より作成｡
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たのだろうかOまずは､この点を村落 レベルで確かめることから始めることに しよう｡

シュベ リンの･)廿文書館には､r6月酎 隼｣ LEI(_後に作成 したと思われるシュベ リン県内の集

落ごとの ｢離村経営 リス トAuflstellL111gubel･VerlasseneBetriebe｣が所蔵 されている仙D この

リス トには､当該集落の各 ｢離村経営主｣の農民について､氏名､経営 面 稜､適用立法 (7

月17日法か 2月19日法か)､経営のLPG移管の有無､刑 事処分の有無に関する情報が記載 さ

れてお り､集落 レベルでの旧農民の ｢離村｣実態を知るには格好の情紬源である(1㌔ ただ し､

この史料には ｢離村｣農民のみが記されてお り､村に残存 している農民経営に関する情紬が

全く記されていないOそこで､集落 単位での大農層の消滅度合いを推 し量るために､時代は

かな りずれて しまうが､1920年調査の農場名簿に記載 された各集落の大農経営に関する情鍾

を用いることにしたい'lJ〉O表 1は､農場名簿にて旧農民集落 と確認できたシュベ リン郡の20

集落分について上記 リス トに基づき､主に大農層の ｢離村｣実態を集落別に整理 したもので

ある｡ 中農層については1920年の情報が不完全であると考えられるため､｢離村率｣を算出

せず､参考までに絶対数のみを掲載 しているO

さて本表からは､第-に､全体 として当該郡の大農経営者の ｢離村｣率は約 6割であった

ことがみてとれるG東独の経営統計によれば､全DDRにおける1950年か ら1953年にかけて

の20ha以上層 (大農層)の経営数減少幅は約 4割 と算出されるから"5'､シュベ リン郡の大農

｢離村｣実態はそれよりも2割程度 も高かったとい うことができる｡ このことはもともと大

農村落としての特徴をもつ当該州が､他州に比べても大きな葺影響をうけたことを物語ろう｡

ただ し､後述するように､この場合の大農 ｢離村｣は､あくまで経営に【自二結する経営者に限

しか し､第二に､そのことよりも注目したいのは､集落間のばらつきがとても大きいこと

である｡大農集落とは言いがたいJallle肘 を別 としても､Peckate附 やMil･OW村などの典型的

な大農集落においては消滅大農が 1戸にすぎないのに対 しで ■("､他方で ｢離村率｣が60%を

る｡ この点は上地改勘 こおけるグーツ経営の強制接収が--闇1:であったことと鮮やかな対照性

を示 している｡集落ごとのばらつきの大きさは､一方では郡 当局による集落選別的な対応の

あらわれであろうが､他方で各集落内における 月三体｣のあり方による規定性が大きく作用

していたことを推測させるものである｡

第三に､｢離村経営｣の うちLPGに移管される比率をみると､全体 として約2割 となってい

る｡ もちろんLPGに移管されるかどうかは､個々の大農経営の事情によるのではなく､受け

皿となる当該集落におけるLPGの有無に決定的に依存 している｡政策的には旧農民集落にお

いては大農経営を基盤 としてLPGの設立が進められたはずだが､実際にこの時点でLPG化の

経営資源 となった逃 亡大農経,勘 ま全体の-一都に過ぎなかった｡む しろ実態 としては多くの村

が､逃亡した大農経営の管理問題を抱え込むのである｡ 1953年 5月19日付ベル リン農林省に

よる文書では､多くの郡では 2月19日法が誤って理解 され､当該農業経営がLPGに移管され

-.-1川1-----
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たり､または農業労働者によるLPG化がなされるのではなく､ほとんどの経営が村当局に委

ねられてしまってお り､あまつさえ､いくつかの郡や村では接収経営管理のために特別な組

織 が 設置されている､これは+/二法の精神に違反するものだ､と厳 しく批判されているほどの

状況である'17㌧

第四に着日したいのは ｢違法行為｣の項目である｡これは具体的には ｢供出サボタージュ｣

などを理由として2月19日法の適j闘こより逮捕など刑事処分となった場合のことである｡本

表によれば､刑事処分の対象となって村を追放された大農の比率は約15%であること､しか

し､ここでも集落ごとのばらつきが大きく､とくに刑事処分数が ｢壊滅型｣村落に遍在 して

いることがわかる｡15%という数字は､多くの大農が経営接収や政治的弾圧に対する回避策

として西独への逃亡を決断するには十分な比率だろう｡また特定集落-の集中については､

前述のように郡による村落の選別と､それに対応する村内刺青の作用によるものといえるだ

ろうO

､翫該期の ｢反大農政策｣の影響は､とくに ｢壊滅型｣村落の事例においてもっとも激烈に

経験されることになったDCh.ニースケは､ビュツオー郡Z村の村史叙述において､ある逃

亡大農Behrens家の姉妹-- 彼の母と叔母である-m-冊の聞き取 りをもとに､その視点から戦

後のZ村の状況を描いているOこの研究によれば､ Z村は1930年代後半時点で､7-フナ-

(大農層)12戸､ビュ ドナー (中農層)14戸､ホイスラー (家持ち労働者層)49戸､および

持ち家のない多数の日雇い層 (農業 ･林業 ･鉄道の労働者)とアインリーガー (単身住込労

働者)などからなる標準的な大農集落であった'ln｡1581年の村のフ-フェ数は14経営であり､

1939年が12経営であったというから､約350年間におけるフ-フェ数の分割 ･消滅はわずか2

経営にとどまっていたこととなる(l｡'｡ しかし､ 日出改革時に 1経営が分割されたのち (所有

者はロシア軍進駐前に西に逃亡)､1952-1953年においては､2経営が強制接収 (所有者は村

を追放)､6経営が戸別こ逃亡したというから､戦後の8年間だけでなんと9経営が消滅 した

ことになる叫̀｡残された大農経営は3経営となるが､このうち1経営はナチス時代に ｢州農

民団Landbauel11SChaftJにより ｢信託機関｣の管理 下におかれたのち小作化され､もう1経

営は1945年にロシア軍により所有者が射殺されたため小作化されたというから､名実ともに

大農経営として実態があったのは結局は 1経営のみとなる(川｡このように､この集落につい

ては1953年の時点で大農層の支配は歴史的に終蔦 したといわざるをえない｡こうした過酷さ

には､-弓jTでこの村では農業労働者を中心にLPGが設立されていること､さらに度重なる大

農の弾圧に見られるように､この村の大農たちが郡当局から ｢反動的分子｣とされていたこ

とが与っていたと思われる(22㌧ この研究書では､この村の最大経営でもある3番フ-フェの

経営者のCh.Behrens(65ha)が､｢サボタージュ｣の罪による逮捕､証拠不十分での釈放､

日まつ被害を引き金とするノルマの未達成､これを理由とする当局による飼料 ･種籾の押収

をえたのち､1951年､本村から逃亡するに至った経緯が本人の口を通 して生々しく語られて

いる｡そして､この逃亡を皮切りにZ村では約60名が村を去ったと述べられているヱ̀〕-｡
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表2 村落別の旧農民の｢接収｣と｢離村｣の状態 (シュベリン郡)

｢剛利経′.Lf-1リス ト に記載の もの [粍焼払 対 象許だ/rj.｢離村 リ

スト｣に .-,tL位の ない享,a)

村名 経営階層 ｢接収-離村｣ ｢脆弱-離村｣ ｢離村｣ 豊 実表芸t>｢鮒 ｣だ警 誌芸-L'r鮒

Alt-Meltell村 10-20ha(中農上層) 1
2011a以上(大農層) 2 b _′1

HolthtlSen村 10_20ha

20ha以上 2 3 13

KI.Rogahn村 10-20ha 1 3 2 1
20ha以上 1 1

Rastow村 10-20ha l 1 2

20ha以上 1 3 2 1

ii 10_20ha 2 1 4 ･/1 1
20ha以上 6 12 i9 1 0

8 13 23 5

注 :｢接収-離村｣とは ｢荒廃法 リス ト｣において第2条の適用対象となってお り経営を接収されたと考

えられ､かつ1953年中葉の ｢離村 リスト｣に鮎 毒fILが出ているもの｡｢脆弱-離村｣とは ｢荒廃法 リス

ト｣において第3条の適用対象 (経営再建対象)に分布されたが､1953年中葉の ｢離村リス ト｣に名

前が出ているもの｡｢離村｣とは ｢荒廃法 リス ト｣に名前がないが｢離村 リス ト｣に断端があるもの､

および荒廃法リス トの第 1粂適用者 (1952年3月以前の逃亡者)をそれぞれさす｡

,LLJ.典 :LHAS,7.ll-1,Nr,3050undNr3057より作成0 両史料を射杓で個別に照合させた｡1920年の経営数は

農場名簿による｡その出典は表 lに同じO

(2)1952年3月20日 ｢荒廃経営法｣による接収の実態

(丑 ｢経営接収理由｣の分析

こうした大農層の総崩れともいうべき現象は､むろん1952年 7月に突然生じたものではな

く､ある意味では1949年より開始される ｢反大農政策｣の結果とみなしうるものである｡農

業労働者保護立法の施行､供出ノルマの ｢等級化 Differenzierung｣̀2J'､肥料など経営手段の

調達における不利な扱い､MTSの差別的料金体系､農地面積基準による畜産物ノルマ制度

の導入などが､よくあげられる内容である｡とくに最後の点については､一般に大農経営の

畜産は高品質家畜志向が強く､このため農地面積あたりの頭数が少ない傾向があったために､

査定基準が家畜保有頭数基準から農地面積基準-と変更されたことは､とりわけ大農経営に

とって打撃的であったといわれている(コ5'｡こうした政策の展開を受けて､1952年 3月20日の

｢荒廃法｣の施行により､｢荒廃農民経営｣の査定と､それに基づく接収が実施されることと

なるのである(2(')｡

では ｢荒廃法｣による接収は集落レベルではどの程度の比率で生じていたのだろうか｡シュ

ベ リン県当局は ｢荒廃法｣実施にあたって､各郡当局に対し､施策対象となる農民経営のリ
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農 場 名簿記
暇の農民経
営数(1920

年)

L ?

11 1ノ1

0
18 13

7 1

2 5

･1 2

7 7

i2 5

38 39

50 44

ス トを作成させており､｢荒廃経営｣の集落名､経営者氏名､

接収理由 (第 2条適用)ないし再建理由 (第 3条適用)などが

個別に記されている｡この ｢荒廃経営 リス ト｣(1952年 3月作

成)と､前述の ｢離村経営 リス ト｣ (1953年 ｢6月事件｣直後

に作成)をつきあわせると､集落ごとの ｢荒廃法｣適用の度合

いが､その後の農民 ｢離村｣全体との関わりで判明することに

なる｡とはいえ全経営について氏名をつきあわせていくのは大

変な作業量を必要とするので､本稿ではシュべ リン郡において

｢離村｣比率が比較的高い4つの旧農民集落に限定してこれを

行ったみた｡それを整理 したものが表 2である｡

ここでも集落ごとの差異は無視できないが､本表からは､ま

ず第一に､｢荒廃法｣第 2条により接収された大農経営数はお

おむね 2経営前後であり､集落の大農経営数の15-20%前後で

あることがみてとれる｡他方､第 3条適用の ｢脆弱経営｣は各

集落で3経営前後であり､集落の大農経営数の3割程度である｡

郡全体で集計すると ｢接収経営｣が146経営､｢脆弱経営｣が

112経営と第 3条適用は少数であるから(27'､｢壊滅型｣村落では

とくに ｢脆弱経営｣の多さがめだつといえようか｡ともあれ､

第 2条の ｢接収｣ と第 3条の ｢脆弱｣をあわせれば､すでに

｢壊滅型｣村落では､集落の大農経営の半数程度が ｢荒廃法｣

の対象となっていることに､まずは驚かされようOなお､中農

層については､集落ごとの経営数が不明なので推定が不可能で

あるが､KleillRogahn村のように中農村落と推定されるところでも相当数の経営が ｢荒廃法｣

の対象となっていることは留意しておきたいO

第二に ｢離村｣との関わりを大農についてみると､｢接収-離村｣パターンが6件､｢脆弱

ている可能性のある大農は､このサンプルでは 1件にすぎない｡これは ｢荒廃法対象｣の大

農経営は､結果として ｢離村経営｣と重なることを意味する｡また､この ｢荒廃経営｣ リス

トは実施前の査定リス トであることを考えると､ほぼ査定通 りの接収が行われたということ

もできるだろう｡なお､その他の点として､中農層については残存率が高いと思われること､

経営者は別にしてこの場合の ｢離村｣は農民家族の離村を含まないこと､ここでも地域的な

差異が観察されること､以上3点を指摘 しておく｡

さて､上記のシュベ リン郡 ｢荒廃経営 リス ト｣には､簡潔ではあるが各経営の接収理由が

記されている｡表3はこの記述をもとに ｢接収理由｣を分類整理 してみたものである｡以下､

この表を素材に接収理由の分析から当該期の大農経営の特徴を探ってみよう｡
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表3 シュベリン郡の｢荒廃法リスト｣における接収理由の内訳(1952年)

小 ･中農itEti'] 中根層 大農暦
(卜10lほ 10-20hZ1 20h;1以上

維′',･】放

/7/#'※,FLlJ種 (甲(､L/ h(i)

16 3O 100 116
ll()､｡ 205Lu GS L3CL(, lnr)()Ll｡

ll1 160 3,931i ′1,508

第 1条対象者 (｢離村Jにより接収)

祈 2条対象者~(不良羅常食定により接収)
接収粥川lの内訳

高齢

病/xい 傷′酎二よる労働不能
所有者が ｢単身 女性｣

労働力不足
劣惣な経営 ･Jl托絹巨･サボタージュ･ノルマ累桜
甥柚 の記載なし･その他(i)

2 L 8 iL

2 21 25
こう 11 18

2 1 7
0 2 2

12 36 5′1

10 18 29

注 :原リストは実施のための査定結果である｡しかし1952年8月上旬の実績が125経営となっているから

(LHAS,7111,Nr3055)､ほぼこの査定適i')実施されたと考えられるノなお､本女はGとIdebusch地区を含
む数値である〕

(1)は凪帥勺に至純 の記戦がないものだが､その他の内容は小作関係､後継者不妊､畜力不妊などであるノ

出典 :Landeshauptarchl＼′Schwerm, 7.Iレl,Nr3057より作成′

まず第一に､接収理由としてもっとも多いのは ｢劣悪な経営､無能､サボタージュ､ノル

マ累積｣であるO大農層では36件､全体では54件を占めているO大農層に対する高ノルマ負

担は1949年来の政策指針であったし､そもそもが ｢荒廃経営 リス ト｣は ｢劣悪経営｣査定の

ための リス トであるから､これは当然の結果ともいえる｡ちなみにパゼヴァルク郡の ｢脆弱

経営｣のノルマ達成率の内訳をみると､穀物供出の成績に比べ相対的に肉とミルクの供出成

績が非常に悪いことが読み取れる仰 ｡肉の過度な供出ノルマによる畜産の急速な縮小､それ

を契機 とするノルマ累積の悪循環､これ らの結果として経営破綻に陥った大農経営の姿が､

ここからは透けてみえてくる｡ i)つとも ｢劣悪経営｣とか ｢無能｣などい う柚象的な理由付

けは､接収のlE当性の弱さを､同 じことであるが政治的懇意性の余地があったことを感 じさ

せるものでもあるが｡

同時に､他方では州当局が供lLlJl/ルマだけを基準とする接収を強く批判 していることも注

目される0 1952年 4月 3日､ギュス トローrilJで開催 された郡長会議では､｢荒廃法｣実施準

備の遅れが批判されるとともに､特に各郡評議会が､｢荒廃経営｣の査定にあた り ｢もっぱ

ら調達の観点からのみの指導で､現実の各経営の基礎的な生産状態の観点から指導されてい

ない｡このため､供出ノルマを残 しているすべての経営が 3月20日法により接収される傾向

が生じている｣ことが強く非難されているのである仇｡過剰供出による生産力停滞による食

糧危機を強く意識 し､階級規定よりも ｢生産力主義｣を全面に打ち出す上級機関と､逆に一

律的な経営接収に走る郡官僚組織､ここからはrLFT渚 のそ うしたズレをみてとることができる

かもしれない｡

しかし､第二に､この表 3でもっとも注目したいのは､｢高齢｣｢病気と戦傷による労働不



足､上′: );=宏 ･戦後叔 トイツJEi糾J~における農民の {/L仁和恥逃L-｣

能｣｢単身女性｣の項目が合計で約35%と､かなりの比率をしめることであるO こ の場合､

｢高齢者｣とは後継者の不在を､｢単身女性｣は夫の不在を意味 している｡叫Cどちら0)場育も

戦死 ･戦傷 ･抑留 ･行方不明など第二次大戦との関わりを強く想起させる事項である｡それ

ほどまでに戦争による農民家族の労働力の解体は､とくに旧農民経営において深刻であった｡

ヴァ- レン郡B村においては､1952年4月12卜‖こ ｢荒廃法｣の適用に関わって複数の該当農

民と村当局関係者により協議の場がもたれているoその議事録によれば､この うち農婦HB

(28.08tla)は､経営者の夫が戦争傷病者で頭と是に障害があり､良好経営をするには負担が大

きいこと､生ける属具は馬 2頭､乳牛3頭､若牛2頭､豚2頭､鶏2羽であること､約30モ

ルゲン分については次年度ノルマは lhaあたり穀物300kgだが､森林化の鵬 青をすることも

考えていること､ジャガイモを作付け義務の21モルゲン分については､約2.5ha分は農地-

の作付けが可能だが､Ilモルグン分は劣等地に作付けなければならず収穫が危 ういこと､な

どが記述されている伽｡この例では､経営者の身体問題を契機 として､家畜不足やノルマ負

担の重さに.賢しむ大農家族の状況が表現されているといえよう｡さらに､当該期の 『農民の

声BauernEcho』 という雑誌には､婿入 りを求める農民の娘の広告や､さらには結婚紹介所

の広告記事が数多くみられるが､これも旧農民経営の男子後継者不足の深刻さを反映する現

象である:̀'二㌧ このように､当該期の大農経営の脆弱さは､｢反大農政策｣による影響もさる

ことながら､かくも深く戦争の傷跡に規定されたものであったこと､そのことをここではと

くに強調 しておきたい｡

第三に､表 3では明瞭には読みとれないが､シュベ リン郡に隣接するパルヒム郡の ｢荒廃

経営 リス ト｣に掲載された接収理由をみると､上記の ｢ノルマ負担｣と ｢戦争による家族労

働力解体｣の他に､とくに小作人問題と雇月二けら働 力不足が接収理由とされている例が数多く

みられる｡たとえばパルヒム郡F村では､｢所有者 (39.79lla)は東 ドイツに暮らし､経営はB

に小作されていた｡ しかしBが小作地を離れ戻らなくなってしまったO建物は荒れ果て､耕

作状態は劣悪で､家畜保有状態 もひどい｣とある瓜｡この例のように､小作人逃亡ないし小

作地返還 (小作契約解約)により､代替経営者がみつからないまま経営放棄されるケースが

かなりの頻度でみられる｡

戦後の大農経営は､大量に流入 した東方難民を引き受けることで､外国人労働者なきあと

の農業労働力を確保してきたO高齢 ･病弱 ･戦傷に苦しむ経営者でも戦後に農業経営を継続

できたのは､ひとえにこうした潤沢な難民労働力が存在 したゆえであった｡ しかし1950年代

以降､難民の農村流出がはじまることにより､農村はナチス期以来の農業労働力不足に再度

もだえはじめ､労働力不足を一因とする生産力低下の結果､経営接収を余儀なくされるケー

スが生 じてくる｡1㌧ 1952年 4月､ハ-ゲナウ郡H村の公開農民集会の場で ｢ノルマが平年の

収益よりもはるかに高く設定されている｣と強い不満を述べた大農K (47.10ha)について､

当局の報告者は､隣村の旧グーツ所有者がKの義理の兄弟であること､Kは38馬力の トラク

ターを保有 していること､ 当村の村長は1945-1949年 までKのもとで働いていたことな
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表4 メクレンブルク 暮フォアボンメルン州各部の ｢接収｣状況と ｢接収経営｣管理の

郡名 接収状況 管理局運営体制
(経理等は除く)
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表 5 接収後の旧所有者の居住状態と接収理由 (ルートヴィッヒルスト郡,1952年)
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LJrぎJ)L､ 11ノ)

- - Ll告,,1 UJノノ宗' ''淵

JrJ T ノノ[ん ､Huy､し) LL-)ノ HJ:ど'､二へと( ､′J -/J

t1,, ] Jjl r

lrJ′ 】

1ノ′ lHL/ u

O ll r】(丁目.ml､ F )′′へ!7 ､′'
[ // (

･ー′ j ､ll(JIl_ J 】17｣

どを指摘 したのち､｢1950年までは､この経′削 こは 卜分な数の労働力がお りノルマも常に達

成 していた｡Kは 雷 勘こ働 くことはほとんどなかった｡仕事は労働者が行い､彼は営業や取

引に従事していた｡中二や トラクターのスクラップを購入 して､それで高い収益をあげていた｣､

しか し1950年から収益が減退 し､供出ノルマを達成できなくなり､｢1945年直後は難民たち

はこの経営でパンが稼げるのをとても喜んでいた｣が､現在はこの経営は労働力不足に陥っ

ている､と述べている仰｡ この例は､[書き;ノルマのもとでも副業的な営業収入で利益をあげて

きた大農経営が､1950年前後の難民流出による労働力不足と､おそらくは通貨改革の影響に

より発展の可能性を奪われ､ついに供出ノルマ未達成にまで陥っていく過程をあらわしてい

るといえようが3㌔
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② ｢荒廃経営｣接収後の経営管理の実態

ところで ｢荒廃法｣により接収された農民経営は､法的には､｢信託機関｣が直接管理す

るか､あるいは小作化されることとされている｡直接管理か小作化か､その両者-の比率は､

郡によってかなりのばらつきがみられる｡例えば､接収 リス トから算t廿すると､シュベ リン

郡と-ルヒム郡においては､どちらの郡でも接収経営のうち ｢信託機関｣管理とされたもの

が約8割､小作化されたものは1割未満にすぎないがtj7'､これに対してハ-ゲナウ郡では小作

化された割合が35% (1952年10月の数値)とかなり高くなっている(11日)｡同じくデンミン郡で

も小作化が中心となっているが､その内容をみると､興味深いことに､農業労働者を小作人

とする例が相対的に多いことがわかる｡9'｡郡ごとのこうした対応の差が何によるのかは､現

在のところは不詳である｡

とはいえ､もっとも多いのは ｢信託機関｣によって管理される場合であった｡表4は､

1952年 8月における ｢信託機関｣管理の実態を郡別に表 したものである｡｢荒廃法｣実施初

期のものであるためであると思われるが､ここでも各郡ごとの接収実績にばらつきがみられ､

とりわけノイブランデンブルク県の諸郡での進捗の遅れが顕著であるoその点はさしおくと

しても､木表からは､全体としては各郡においていくつかの拠点的な部署が設置され､そこ

から ｢作業班長｣が派遣されて ｢荒廃経営｣が管理される制度となっていたことが判明する｡

ここでいう ｢作業班艮｣と重なるかどうかは不明だが､興味深いのは､元所有者が実態とし

てはそのまま経営を継続 している例がみうけられることである｡たとえば表中のシュ トラ-

ルズンド郡では ト-部の経営については労働者がいないために旧所有者が経営を占拠｣して

いるとあり､グライフスヴァル ト郡でも､｢旧所有者が経営 しているところは即座に変更す

べきである｣と記されている｡また､木表ではハーグナウ郡については ｢旧所有者は経営に

はいない｣と記されているにもかかわらず､ 2ケ月後の10月21付けの報告では､郡の各区域

wirtschaftel･｣をおいていること､そして経営者は旧ブーツ労働者ないし旧農業労働者出身者

とするが､この経営者数が不足している場合は､｢荒廃経営｣の元所有者が作業隊長として

自分の経営や他の経営に派遣されている､とされている(叫｡

そこで表5をみられたいC これは1952年10月におけるルー トヴィッヒルス ト郡における

｢荒廃経営｣接収後の所有者家族の居住状況を個別経営ごとに示したものである｡ 1952年10

月時点と早期のものであり､また ｢荒廃法｣接収経営だけを対象にしているために､1952-

1953年の期間全体における農民の ｢共和国逃亡｣の状況を示すものとしては 卜分ではない｡

また､当郡は他郡に比較すれば中農的な地域であり､その点で木表において大中農の区別が

なされていないことも考慮する必要がある｡

しかし､これらの点を留意した上でもなお､この表において予想以上に多くの農民家族が

村に残っていることにここでは着日したい｡家族全員の逃亡が2経営､所有者のみの逃亡が

2経営であるのに対 して､小作を除く残 りの17経営は村に残っているのである｡ しかも彼ら
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の多くは､高齢者 ･戦傷者 ･単身女性など､社会的な弱者ともい うべき人々となっている｡

こうした社会的弱者は､DDR難民としての西 ドイツの暮 らしに自らの将来を描 くことは困

難であるだろうから､逃亡ではなく残存を選択をすることは､ある意味では ｢合理的｣な判

断といえるだろう(")0

この表でもう-つ注 目すべきは､｢労働｣の欄である｡ これは残 された人々が､自らの経

営の労働にどう関わったかを示 したものだが､彼 らの多くは季節労働を主とする農業労働者

として自らの経営に従事 していることがわかる｡ちなみに､1952年10月の時点で-ーゲナウ

郡の信託機関のもとにあった農業労働力の内訳は､｢旧所有者 とその家族｣が249名､｢旧小

作人とその家族｣が18名､旧農業労働者が122名､比率でいえば旧農民家族が64%､旧農業

労働者が30%であるとされている｡ しかもこの数字は､｢信託機関｣の農業経営に必要とさ

れる労働力需要の50%にしかすぎない､と報告されている(叫o先の表4にみ られるように､

なるほど複数の ｢荒廃経営｣の一括管理により農地と家畜の糾合 しようとい う試みが一部に

おいてはみられる｡ とはいえ､全体としていえば郡の ｢信託機関｣の管理下に入ったからと

いって ｢荒廃経営｣の実態に大きな改善が生じたわけでなかったo村に残った大農経営の家

族たちは､ある者はブリガ-デ長または ｢経営者｣として､そして老人､戦傷者､単身女性

などの社会的弱者のグループは､新たな ｢農業労働者｣ないし ｢季節労働者｣として､信託

機関の農業経営､その後にはOLBの経営を支えることになった｡ 4経営が ｢荒廃法｣の適用

を受けたシュベ リン郡のB村では､郡から信託人が一人派遣され､4人の農業労働者 ととも

に3つの荒廃経営を管理 したとい うが､その運営はうまくいかず､村長が､管理人は ｢折に

ふれて管理人Inspektorのマニュアルを振 りかざす｣と非難するほど､評判は芳 しくない 4̀㌔

1953年前半期の実態がなお不明ではあるが､一般に1952-1953年の大農経営の ｢接収｣ と

｢逃亡｣が必ず しもLPGの設立に帰結 しえず､また ｢6月事件｣後に旧農民村落が膨大な

oLB農地を抱えこむことになるのも､こうした接収後の ｢荒廃経営｣の悲惨な経営実態が背

表6シュベリン県における ｢離村｣｢接収｣｢空き｣の状況 (1952年)

経営数 面積 (ha)

旧農民 ｢荒廃経営｣法適用実施数 第 1条適用 85 3,173

第 2条適用 524 18,909

計 (接収) 609 22,082
第 3条適用 220 6,203

新農民 ｢空き｣経営 965 8,523

土地改革 フォン ド 208,468

｢空き経営｣/土地改革フォン ド 4.1%

出典 :旧農民についてはLHAS,7.ll-1,Nr.3055(1952年10月8日時点の数値｡実績数)より､

新農民についてはLHAS,7.ll-1,Nr.3049より (1952年8月18日時点の数値)より作成｡
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後にあったからといってよい叫̀｡表6によれば､1952年10月のシュベ リン県の ｢荒廃法｣に

よる接収面積 (従ってOLB農地+小作地)は約22,000haと土地改革フォン ドの 1割程度の水

準にまで達しているのである｡

③ ｢住｣をめぐる問題

大農経営の接収後の処理において見逃 してほならないものがある｡それは住宅問題である｡

戦後難民を大量にうけいれた旧農民集落では､農民家屋は村の重要な物的資源であり､住宅

不足を背景に､村住宅委員会が各住居の部屋単位にいたるまで管理する権限をもっていた｡

住宅配分はこの時代の村内紛争の中心問題のひとつであったのである(J5'｡

旧農民の ｢共和国逃亡Jや ｢荒廃経営｣接収の問題も､住宅問題とは無縁ではなかったO

逃亡により家族員数が減少する場合はもとより､｢荒廃法｣による接収の場合ですら､所有

者家族の住宅利用が制限される可能性があったからである｡例えば､｢荒廃法｣施行直後の

1952年4月18日､ベル リンから出張してきた農林省官僚と州農林省職員とのあいだでもたれ

た協議の場においては､｢老齢や労働不能によりこれ以上経営を継続できない所有者は､そ

の経営に住み続けるべきであり､可能であれば経営の資産から扶養されるべきである｡決し

て農場から追い立てることをしてはならない｣と､大農追放と資産収奪の禁止が確認されて

いる4̀㌔ これは､住宅不足に対する強い不満が広範に存在 しているからこそ､経営接収が安

易な大農追放につながることを恐れた､と解することができよう｡さらに前掲表4のギュス

トロー郡の欄においては ｢家財は難民の農業労働者のために必要である｣と書かれているこ

とから'17)､この間題が戦後難民問題と重なっていることも容易に想像されるO

実際には､前述のように､接収や逃亡に関わって､高齢者などの社会的弱者を中心に村に

残った者に対して､村から追放される事態は生じないとしても､利用する部屋数が減らされ

たり､あるいは村内転居を余儀なくされたりする状況が広範囲に発生したと考えられる｡や

や極端な事例だが､1952年 8月､ビュツオー郡Gr.L村においては､｢荒廃経営｣のB農場に

派遣された管財人Hが､｢DDRの立法と行政命令を利用 して､身体障害者の姉を住宅から追

い出して｣自分が入居､｢ギュス トロー市の信託機関の2名が姉のところにやってきて､口

頭で住居立ち退きを告げた｣とされている(叫｡

7月17日法において逃亡農民の資産没収が公的に明記された後となれば､住宅の没収､あ

るいは村に残った大農家族に対する ｢住｣の制約はより一層加速するo前述したギュス トロー

郡Z村のCh.Behrensの農場では､女性所有者が逃亡したのち､村に残った所有者のEL･と老祖

杜は､かつての自宅の一室におしこまれてしまったという｡彼女は当時の無念さを次のよう

に回想 している｡｢ある時､若鶏の調理をしてたとき､家に住むある女姓から､ ドアのすき

まから食堂を見るように言われました｡そこには新 しい主が私の机に私の食器をもって座っ

ていました｡とても気の滅入る光景でした｡かつての居間とサロンは新 しい経営の事務所に

なり､その後はLPGの事務室になりました｡｣おそらく住宅調整が実施されたのであろう､
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住宅問題に関わってもう一つ着目すべきは､当局の大農家屋の住宅確保が村の労働力調達

との閲わりで強く意識されていたということである｡たとえば､前述のシュベ リン郡B村で

は､LPG化のためには ｢良質の労働を保証するために､経営の家族は他村か､あるいは他の

家に転属させる必要があるJとされている側,Jまた､1954年､パルヒム郡G村の ｢脆弱経営｣

FS(46.08王1)の接収 協議において､農地のみの接収に限定しようとする大農家族に対 して､郡

当局はすべての経営資源をOLBに-弓告統合するよう主張している｡すなわち郡当局は ｢経営

の移譲に際 しては､この経営に付属するすべての住居空間WohnraurnCが必要｣である､なぜ

なら､この村には ｢泥炭採掘があるため労働力不足であり､このために他所から家族労働力

をよんでこなくてほならないが､ しかしFS経営以外に住むことのできる場所はないからで

ある｣と主張 しているのである5̀日｡このように､住宅問題は単なる社会政策的観点からだけ

でなく､農業労働力の調達の観点から位置づけられていたのである｡

4.新農民の ｢共和国逃亡｣と ｢経営返上｣-1950年代中葉を中心に-

(1)1955年の新農民の ｢共和国逃亡｣の概観

る非耕作地の急増問題であった｡新農民経営の経営放棄の頻発や新農民の流動性の高さは､

すでに土地改革期からみられる現象であることは､近年では比較的よく知られていることが

らである｡1945-1949年における新農民の経営放棄については､なお難民眉が流入するもと

で､新たな新農民の入植により ｢空き｣経営比率は低水準に抑えられていたと考えられる5̀㌔

しかし通貨改革を契機に農村流出と ｢共和国逃亡｣が開始されると､新農民経営放棄問題は､

が､先に述べた1951年2月8Er｢非耕作地法｣､および1952年3月20日 ｢非耕作地退加法｣

であり､それに続 く集団化運動であったO前掲表 6によれば1952年 8月のシュベ リン県の

｢空き｣の新農民経営数 (非耕作地と同義であるとみてよい)は､ 【二地改革フォン ドの4%

にも上っている｡州全体ではこの数値は8.1%までにはねあがる(5㌔ むろん､この数値の背後

には､さらに膨大な数の経営困難な新農民が存在 していたOよく知られているように1952-

1953年の初期の集団化は圧倒的に新農民層を担い手として{/∵らロブられるが､この点は新農

民集落においてLPG化が新農民経営の経営放棄や経営困難の打開策として意味づけられたこ

とを示 しているo

ここで表 7-1をみられたい｡これは1955年の夏に行われたベル リン農林官僚によるロス

トク県の農村 ｢共和国逃亡｣調査の報翫 賢から作成 したものである5̀㌔ みられるように､こ

こには県農林課より提供されたものと､県内務課より提供されたものの二種類が記載されて
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表7-1ロス トクの農村の ｢共和国逃亡｣
(1955年3-7月oijj-1立.:人)

県農林省の数字 新農民

LPG農民

_______ その他 (大農)

総数 __:=
県内務省の数字 新農民

小農

中農

大農

LPG農民_
計

27

日

15

67
一20
ニ
41

53

32

9

些

78
出典 :‡ト山,cll.I)K-1,＼Ⅰ,888.S.9より作成:,

表7-2北部3県における農民の ｢共和国逃亡｣(1957年6-8月)

シュベ リン県 ロス トク県
ノイブランデン

ブルク県

新農民

小農

中農

大農

u)G農民
農民計

MTS従事者

LPG従事者

農民経営右

計

27

19

川
1

75

一7

44

102

28

4

216
議

61

6

2

69
一71

83

137

165
蒜

17

22

12

1

72
一7

92

172

1
1扇

84

213

152
;
525

出典:Eト山一ch,
7)01-日,
Nt-.
964
,
S16lr.
より作成
｡
ノイブランテンプルク県の小農は*'J実上は新農民

であると考えられる｡

表7-3ヴィスマール農村郡の農村の ｢共和国逃亡｣

(1955年3-7月｡単位 :人)

逃亡総数 119

うち 青年 64

農民 37

農民内訳 新農民

小農

大農
LPG

MTS

VEG

5

1

1

2

6

2

農業労働者 と子供 8

家族従事者 12

出典.【卜̂ rch,I)KL,Nr888,S.10より作成｡
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いる｡月ごとの総数をみるとほぼ同じであるから､両者の数値の違いは､情報ソースの違い

ではなく､情報の分類の仕方の違いによるものと考えられるo興味深いのは､第一1こ農林課

の分類では ｢小農 ｣と ｢大農｣が消えていること､第 二に ｢その他｣の数値が異常に高くなっ

ていることである｡第加点は､｢小農｣が事実上は新農民層と重なり､また ｢6月事件｣後

に大農逃亡数が低 ｢したことの反映であろう｡第二点については､内務省数値との比較から

みて､農民逃亡の数値には経営者だけがカウン トされていると考えられる｡これは､｢経営

問題｣を常に意識せざるを得ない農林課の立場によるものともいえるが､他方では農民逃亡

が必ず しも家族単位では生じていないという実態を反映 したものともいえる｡

そこで､まず､家族を含むであろう ｢共和国逃亡｣の階層別の内訳をよりリアルに表 して

いる内務課の数値をみてみると､1955年の農民逃亡の重心が新農民にあったことが明瞭であ

ろうO現実に上述の報告者 も､｢主要な部分は新農民層 と青年たちである｣ と記述 してい

る(55'｡｢小農 ｣が新農民に重なることを考えれば､その比率はもっと高まる｡土地改革以来､

新農民が厚く存在 したノイブランデンブルク県からの1954年 8月と12月の農民逃亡情勢報告

によれば､同県の逃亡農民は､そのほとんどが5-10ha層であるとされている(56'｡

もう山一つの問題は､農林課の ｢その他｣に含まれている人々､つまり経営者以外の農村逃

亡者の内訳である｡そこで表 7-2をみられたい｡これは北部三県における1957年 6-8月の

農民逃亡者の内訳をあらわしたものである｡ L述のように ｢小農｣が事実上新農民に重なっ

ていることを考慮すれば､なおも新農民の比率が高いことがわかろう｡ さらに､表 7-1と

比較すると､LPG化の進展を反映 してLPG農民の比重が高まっていることも読みとれよう(57'｡

しかし､そのことよりもここでは､｢MTS従事者｣｢LPG従事者｣｢農民経営就業者｣などが

意外に多いことの方に着目しておきたい｡｢LPG従事者｣とはLPGの雇用労働者ないし組合

員家族であり､農民経営従事者とは新旧農民経営の若い農業労働者たち､ないしは家族労働

力に属する人々であろう｡彼 らは､この表では必ず しも数え上げられていないだろう無職の

青年とともに､当時の農村逃亡の中心である農村青年層の具体的な内容を構成 した5̀鮎)o表 7-

3は1955年のヴィスマール郡の農民逃亡の内訳である｡数値のスケールが小さいので明瞭と

はいえないが､ほぼ同様の傾向をこの表からも読みとることができよう｡

このように1952年から1953年の農民逃亡の焦点が旧農民集落の大農層であるとすれば､

｢6月事件｣後の ｢共和国逃亡｣の主役は新農民と農村青年たちであった5̀㌔ もちろん､新

農民の逃亡は195211953年においても決 して少なくなかった(̀''"｡ しかし旧農民層 との比較を

意識する観点からは､新農民の場合､問題の焦点は ｢6月事件｣後の動向におくべきであろ

う｡ というのも､新農民村落においては､｢6月事件｣を契機 として､かなりの集落におい

てLPGの解散や大量脱会が生じ､このため新農民問題の解決手段としてのLPGの意義が大幅

に低下するという事情があるからである｡LPGの影響力低下の後に新農民たちはどのように

行動したのだろうか｡以Tでは､これらの点を考慮 しつつ､また旧農民の場合と比較 しなが

ら､1955年前後をlPJLとした新農民層の ｢逃亡｣と ｢経営返上｣の実態についてより詳 しく
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みていくことにしたい｡なお､青年 問題については､難民問題､MTSや人民警察との関連

など大変興味深いテーマであるが､残念ながら本稿では論じる用意がないことをあらかじめ

付言しておきたい(,

(2)｢逃亡理由｣の分析

大農層の ｢逃亡｣や ｢荒廃経営｣関連の当局側の文書を読んでいると､詳細な資産 リス ト

を綿密に作成するなど､当局は大農の経常資産に対しては強い関心を示す一方で､逆に大農

の ｢共和国逃亡｣の主体的な動機付けについては､｢反政府分子の工作｣などの政治的な言

説を繰 り返すばかりで､それ以上の深い分析をすることがほとんどないことに気づく｡新農

民の ｢逃亡｣についての当局の態度は､その点ではずいぶんと異なっている｡同じ ｢荒廃経

営文書ファイル｣でありながら､新農民については ｢共和国逃亡｣の動機に関する記述が見

あげられているが､しかし原因不明が最も多｣く､このことは ｢村評議会ないし郡評議会が､

人々と十分には関わっていないこと､逃亡理由の調査を十分には行っていない｣ためだと､

郡の態度を嘆く県当局の行政文書がみられるほどである(̀小｡大農とは異なり､新生 ｢社会主

義｣農村の支持基盤として重視される新農民であればこそ､その ｢逃亡理由｣の正確な把握

は当局にとって重要な課題であったろう｡

そこで表8をみられたい｡これはノイブランデンブルク県に属するデンミン郡とアンクラ

以 卜､この表を素材に､新農民の逃亡の特徴についてみていこう｡

まず第--｣こあげられるのは､｢ノルマ負担｣､｢劣悪な経営｣､｢負債｣など新農民の経営困

難に直結する理由であるD全体としてデンミン郡で89件中33件､アンクラム郡で66件中24件

をしめており､逃亡者の約4割弱がこの項目に該当しているDたとえば､1956年10月に逃亡

したデンミン郡の新農民KHG (8,3311a)は､義理倒 こ宛てた手紙で､｢新農民経営では働い

てもお金がたまらない｣ことを逃亡理由としてあげていたという'{'"O もっとリアルなもので

は､1956年4月に ｢共和国逃 亡｣をした同郡のHJ(1927年生)の例がある｡彼は､ 元造船所

労働者の新農民であったが､逃亡したのは､6人の子供をかかえているために妻が農作業で

きなくなったこと､そして彼女がいつも夫に対 して新農民経営を引き受けたことを詰ったか

らだという仰｡妻の夫に対する非難は､造船労働者との生活の落差を反映しているといえる｡

いずれにしても､彼らは新農民としての豊かな将来展望をまったく描けなかった人々である｡

第二に､ 上の例にもいえることだが､なるほど経済的な困窮が背後にあるとはいえ､新農

民の場合､逃亡理由として夫婦不和などの私的な人間関係悪化が多く登場 していることであ

る｡このJ畑ま政治難民としての色彩を帯びる大農逃亡の場合とはきわだった対照性をしめし

ている｡表 8ではデンミン郡､アンクラム郡とも逃亡者の約 1割がこれに該当する｡なによ

り目立っのは夫婦間の問題である｡例えば1920年生まれのデンミン郡の新農民は､｢妻と口
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論がたえず､結局妻が子供を連れて実家に戻ったため｣逃亡し(61'､また同郡の1930年生まれ

の新農民は､｢妻と離婚 し､単身生活となったた二引こ経営返上を申詣 したが､若いからと許

可されなかったため｣逃亡したという(''5'｡さらにエツカー ミュンデ郡の新農民は妻が子供を

残 して失掠し経営困難に陥ったために逃亡､その後はLPGがこの経営を引き受けたという(''(1'｡

夫婦の別れ方はいろいろだが､いずれのパターンも夫婦不和により妻が家族労働力から脱落

することで経営困難に陥り､単身で西へ逃亡するという点では共通 している｡

私的な理由による逃亡は､夫婦不和だけにとどまらない｡アンクラム郡のK親子は形式的

には別経営だが実態的には親子で一体的な経営を営んでいたものの､父子関係が悪化 して息

子が ｢共和国逃亡｣したという｡息子の経営には住宅も厩舎もなく､また経営はOLBが管理

することとなった､と報告されている({'7'｡これは親子関係の悪化によるものだが､村人との

関係悪化の事例もまま散見される｡例えばアルテン トレプ トー郡で村では ｢他の農民と静い｣

を理由とする逃亡が(65)､またアンクラム郡L村では ｢村で暴れん坊Raufbold｣として知られ､

ノルマを果たさない村の劣悪農民の逃亡が報告されている(叫 0

第三に着目したいのは､刑事罰回避の手段として逃亡が選択される場合である｡興味深い

のはその内容である｡旧農民の場合は ｢供出サボタージュ｣や ｢ヤミ経済関与｣など政治的

色彩を帯びた刑事罰に対する回避策として逃亡が選択されるが､新農民の場合に問題となる

のは､より通常の意味で刑事犯罪といえるものである｡表8ではデンミン郡において6件が

数え上げれているが､その内訳は木材窃盗 2件､ 喧嘩による傷害事件が2件などとなってい

る(70)｡木材窃盗や喧嘩の内容については詳細な内容は書かれていないが､木材の不法伐採は､

土地改革以来の新農民に固有な犯罪行為であることは指摘 しておこう(71)｡アルテントレプ トー

郡では ｢酪酢のあまりに政府を批判 したために逃亡｣が 1件報告されているが(72'､政府批判

もアル中がらみである点に､農民的というよりは労働者的な彼らの心性が現れているといえ

ようかO

以上のように､新農民の逃亡理由分析から浮かび上がるのは､農民的というよりはプロ

レタリア的ともいうべき彼らの行動様式である｡先のベル リン農林省官僚によるロス トク調

査報告書でも､逃亡の主要な部分は新農民層と青年たちであるが､その理由としては ｢大農

は最後まで自らの所有を守ろうとするが､新農民は土地にそれほど結びついていない｣こと

がいわれ､さらに､新農民が自分の子弟を農業ではなく他の職業に就業させようとすること

が農村青年の流出の一要因であると指摘されているのである7̀3)｡ただし､こうした新農民の

非農民的心性の背後には､旧農民の所有地と比較した場合の土地改革用地の所有権の脆弱さ

- 売買や世襲が簡単には認められず､農民といえども ｢不良経営｣であれば接収される

- があったことを忘れてはならない｡新農民の土地登記がろくに行われていなかったとの

嘆きが､その点をよく示 している(74)｡

なお土着か難民かの新農民の出自の違いにより ｢共和国逃亡｣に差がみられるかどうかと

いう点については､現在のところ不詳である｡ただし､第--に､｢｢共和国逃亡｣の主要な
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表 9 シュベ リン県ギュス トロー郡における新農民 ｢経営返上Abgabe｣理由の内訳
(1955/LFL-3月 )

｢返 し.｣ 申.,AfiJ経′き…･/;数 約 110lJr･: 備 考

文 .1ミこ記載件数 (申請の うらiE当な即納があるもの

中日fll分につ き ｢き推村｣が紺†はない

洛LE打1件

戦傷者の f,T能性 が大きい もの｡

未 亡人は もとよ り､戦後獅民の rq敵 性U)あるも0)｡

複数の新Jl,L圭民,lT'#_′;i;･J:を引 き受 りるが押.与雌 とTJ.1っ-/こも

の｡旧戯民経常の引 き受 け1件 を含む､

経営者 同士の結婚O婿養子バ ター ンが多い｡

兼業化 を含む｡

iE当な理由 とは とて もみな しえない もの｡

夫の逃 亡

家族J労働力の身体的 ｢解体｣

(高齢､病気､死 亡､:L糾政な ど)

内 ‥(
;糾輪でない身

｢身'71,Jりな しl

枚数,lf'攫常はJl!張丹

他経営の婿入 りな ど婚 姻

転職 ･後継者邪

肘 EJl経営者の ｢撤退｣

/方 肋力不足

洪業嫌い､アル中な と

その他

注 .文 ._i,i-記搬件数63と､各返 l二-哩蛙=牛数の合計が 一致 しないのは､一部につき甥油 を複数数えあげたため｡

tLL快 ･LHAS,7ll-1,Nr3049-1,Gustrow,dO7.041955,Betr.AnalysefilrAntrageユurAbgabeYonNeubauernstellen

sowleAl一-undGroβbauernstellcundRepubllkfluchtigerPersonlicheRucksprachcmltdcm KollegenSterfhn

am 14.551nGustrow よ り作成,

部分は新住民である､ライプチヒ県では18%が新住民である｣と述べられ､その要因として

難民同盟や教会の存在､西の親戚の存在があげられていること(75)､そして第二に ｢住宅問題｣

を理由とする ｢共和国逃亡｣がしばしばみ うけれることだけをここでは指摘 しておくO後者

の点に関わっては､1954年 9月付けのアンクラム郡の県農林課宛文書におけるS村の逃亡者

HJ(10.12ha)の例をあげておこう｡この新農民は､経営返上を申請 したさいに､その理由

として特に住宅と厩舎が劣悪なことをあげ､｢彼は土地改革の過程で ｢半住居ein halbes

wohnhaus｣を取得 したが､この建物には､なお勤労農民 --･人が住んでいた｣､と述べられて

いるのである｡'76'こうした住宅事情は明らかに難民のものである｡

(3)｢返上申請理由｣分析

新農民の ｢共和国逃亡｣ と密接な関係にあったのが､新農民の ｢経営返上Abgabe｣ の問

題である｡数の上では少数派の ｢共和国逃亡者｣と多数派の ｢経営返上｣者となる｡合法か

非合法かという違いはあるが､どちらも新農民の経営放棄であることにはかわ りはないO

表 9はシュベ リン県ギュス トロー郡の ｢経営返上｣申請許可のリス トを素材にして､返上理

由を大まかに分類 し､その数を数え上げてみたものであるOただし､原 リス トは主として申

請数の約 6割を占める返上許可分の返上理由を記 しており､不許可によって逃亡を決意する

ような ｢経営返上｣理由はここから知ることはできない｡けれども､そのことは､逆に言 え

ば､逃亡しなかった新農民の状況をより明瞭に映し出すことをも意味するだろう｡以 卜､ギュ

ス トロー郡を中心に､逃亡理由とは異なる ｢経営返上｣理由の固有性に着目することで､こ
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の時期の新農民問題の別の局面を浮かび上がらせてみたいと思 うC

まず第-に着 目したいのは､｢複数経営｣に関わる問題群であるOギュス トロー郡では

｢複数経営は無理｣が8件､｢共同経営者の撤退｣が2件､これに ｢婚姻｣の4件を加えると､

63件中14件を占め､その比率は約 2割に達する｡このうち､最初の ｢複数経営が無理｣につ

いては､｢妻が100%労働できなくなったため､ 二つの新農民経営をきちんと経営することは

もはや無理｣､｢J夫婦はこれまで二つの新農民経営を経営 してきたが､労働力不足のために

こっの経営を継続することはこれ以 上は無理｣というものである｡返上経営の規模はどれも

1011a規模である｡これらは､放棄された新農民経営を追加的にひきうけた新農民が､労働力

不足のために一つを返上したいという点で一致 している｡一般にも､｢勤労個人農民の多く

が1945年に ｢二つの経営｣を引き受け､現在このうちの--つ を返上しようとするか､あるい

はOLBから土地を引き受けた｣人々と報告されている(77)｡新農民の耕作放棄問題を､oLB管

理ではなく､新農民経営による引き受けの形で処理するやり方が､もはや限界に達してしまっ

たことをこれらの事例は物語っている｡

｢共同経営者の撤退｣も内容的にはほぼ同じである0--つは夫の死亡後に他の新農民と共

同で経営を行ってきたが､この新農民が契約継続を拒否したためにとうとう立ちゆかなくなっ

たというものである｡引き受け新農民の継続拒否の背景に､上述の複数経営の負担感の増大

と類似の状況があることは間違いない｡さらに､ある女性新農民が､結婚後は兄 (弟)とと

もに経営することとなったが､その後本人が経営意欲を喪失 して撤退し､兄 (弟)が二つの

経営を継続することはできないというものと､同じく父の新農民経営と別の旧農民経営を引

き受けていた息子が､父が高齢により撤退するために､父の経営を返上したいというt)ので

ある7̀詫'｡この二つの例は､新農民において､父子や兄弟がそれぞれ経営を保有する場合､名

義は別々でもじっさいには一体のものとして経営されていたこと､それが家族労働力の解体

とともに限界に達したことを意味している｡

｢婚姻｣による経営返上とは､経営者同士の婚姻により一方の経営を返上する場合である｡

空間的に離れた複数農場の経営はもともと無理であるから､その意味では日並の ｢複数経営

問題｣とはいくらか性質を異にするといえる｡ しかし､そのことよりも注目すべきは､理由

が判明する3件が､実はすべて ｢婿入 り婚｣であることである｡たとえば ｢GllT村のHS

(10.59ha)は､まもなく結婚 LS村の嚢の新農民経営引き受ける予定｣なので白分の経営を

返上する､とある｡R村のWP(14.59ha)も､新農民女性 との婚姻により二つの新農民経営

を運営することになるが､それは無理なので ｢自分の経営の方を解約申請した｣というO さ

らに マルヒン郡K村の旧農民経営に婿入 りしたL市のAK (ll.21ha)は､婚姻により自分の

新農民経営の継続ができなくなったとして経営の返上をしている(7㌔ ドイツ農村社会が基本

的には父系制であることを考えれば､同じ新農民同志の結婚において ｢婿入 り婚｣が選択さ

れるのは､夫の側の経済的状況の改善が期待されるからである｡戦後東独社会は著 しい女性

過剰社会であるが､そのもとで経営継続を求める秦の新旧農民家族と､社会的上昇を期待す
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る単身夫のカップリングはある程度の広がりをもったのではなかろうかOさらに想像力をふ

くらませば､この型のカップリングは土着女性と難民男子という組み合わせである可能性が

高いと思われる｡いずれにしても ｢共和国逃亡｣ではなく､｢経営者同志の婚姻-劣悪な経

営の返上｣により家族労働力を確保することで､農業経営の改善を図る戦略が新農民にはあっ

たことをここでは強調しておきたい｡

他方､表 9において最大のグループをなしているのは､高齢､病気､死亡､事故などによ

り家族労働力が解体してしまったグループである｡彼らは ｢共和国逃亡｣や ｢経営選択｣は

もとより､LPG化にも参加 しなかった最弱の新農民たちといえようか｡とくに注目すべきは

｢高齢でない身障者｣と ｢身寄りなき人々｣である｡前者は新農民層においても戦傷が大き

な影響 を与えていることを示 している｡ 後者は､未亡人はもとよ り､ 夫婦の場合 も

alleinstehendと記載されているところから､こうした弱い新農民層が実は難民新農民層 と重

なっている可能性が大きいと考えられる｡

ただし病気についてはしばしば仮病が使われた可能性があることは興味深い｡例えばガ-

デブッシュ郡からは ｢患者がこれ以上農作業できない､あるいは経営を維持できないという

文言の公務医療者診断書が広範囲に見受けられる｡奇妙なことに､これらの無能力者の一部

は経営返上後14日以内にはOLBで働いている､つまりは再び農業に従事 しているのである｣

と報告されている(H̀)'｡この仮病報告からは､経営返上により累積ノルマなどの経営的負担を

回避 しながら､労賃収入等の雑収入で生きようとする弱者に固有ともいうべき対処の仕方を

読みとることができる｡

(4)新農民経営放棄の処理の仕方一集落間のばらつきと ｢解決｣の多様性I

以上の新農民経営の ｢経営返上｣や ｢共和国逃亡｣の発生度合いは､各集落間でどの程度

のもので､どの程度のばらつきがあったのだろうか｡表10は､表 9と同じく1955年 1-3月

のギュス トロー郡について､集落間のばらつきをみようとして作成 したものである｡この表

における ｢0戸の集落数｣の行は､旧農民集落をはじめとして新農民経営がもともと少ない

集落が相当数含まれると推定されるので､ここでは省いて考えることとする｡

第-に､｢経営返上｣数については､各集落につきおおむね1-2戸であること､ただし多い

集落では6戸から7戸にまでのぼっていることがわかる｡集落規模の問題があるので絶対数

がそのまま深刻度合いを意味するわけではないが､同じ新農民集落のあいだでも問題の深刻

さにかなりの幅があったと思われる｡

集落間のばらつきは､｢OLB管理下の新農民経営数｣をみるとより一層明瞭になる｡｢経営

返上｣や ｢逃亡数｣はフローの数値だが､OLB管理数は､いわば処理しきれない経営のス トッ

ク数を表 している点で､集落ごとの深刻度合いをより明瞭にあらわすと考えられるからであ

る｡そして木表をみるかぎり､ここでも3戸の集落から10戸の集落まで集落間には幅がある

こと､ただしむしろ ｢10戸以上｣という深刻な村落の方に全体としての比重があることが判
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明する｡フローの ｢経営返上｣数が2戸以fT,あることと考え合わせれば､全体としては､

各種の ｢経営放棄｣が長期にわたって日常化 していたことがうかがわれる(81)0

では､こうした集落間のばらつきをどう考えたらよいのか｡上述 ｢複数経営を理由とする

経営返上｣でみたように､個別経′削 こよる引き受けが限界に達しているもとでは､経営困難

となった新農民経営は､LPGに吸収されるか､さもなくばoLBの管理下におかざるえなかっ

た｡ したがってOLBが管理する新農民経営が少なくてすむ集落として考えられるのは､第-

には､もともと比較的良好な条件におかれているなどの理由により､経営放棄が相対的に少

なくてすんでいる集落である｡ じつは初期集団化運動では､LPG化が進まない新農民集落､

あるいはLPG 化が行われたにしても村の少数派による集団化にすぎず ｢6月事件｣を契機

に解散してしまう新農民集落がかなりの数だけ存在 している｡こうした集落がこの第一の場

合に対応すると考えられる｡

第二に考えられるのは､脆弱な新農民経営を主体として､村の多数派によってLPGが立ち

上げられている場合である｡｢6月事件｣後も､なおLPG がそれなりの意義をもって存続 し､

むしろ拡大している場合は､おおむねこうしたパターンである｡この場合oLBの管理する放

棄経営数は少ない傾向を示すが､それはLPGがoLBの代替機能を果たしているからにすぎな

い｡

表10 新農民経営放棄戸数別の集落数の分布状況

(1955年 1-3月,ギュス ロー郡O 単位 ;集落数)

0戸 の集落数

3戸
4戸

5戸

6戸

7戸

8戸

9戸
10戸以上(3)

計 (単位 集落数) 50 50 51 50

当該経営総数 (単位 :件数) 63 357 (3,344ha)

注 :サンプルは50集落D全集落数ではないo (1949年におけるギュス トロー郡には204集落が存

在するとされている (ち-Arch,DKト8573,S.175)｡

出典 : ｢返上許可｣の数値は表9と同 じ｡｢OLB管理下の新農民経営数｣の数倍は､LHAS,7.1日 ,

Nr.3049/I,Gustrow.d.23.031955,Betr.FlacheIIZuSammenStellungmュtStellen,dielnOLB slnd

からO
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したがって､これ ら二つの場合 とは異なり､1950年代中葉の時点でOLBがなお多くの経営

を管理 している新農民集落というのは､多数の放棄経営を抱えながらもLPG化による解決が

果たされていない集落 (あるいはLPGが経営的観点からこれを拒否 している集落)となろう｡

以 Fの1955年4月のガ-デブッシュ郡からの報告にみる新農民集落の二つの事例は､こうし

た集落の実態を伝えるものであるt洋三)｡

N--3はもともと周辺的な位置におかれたME村のW集落であるOこの村は交通条件が悪く､

すでに戦時中より農地の荒廃が進んでお り､かつ戦後は農地の半分を赤軍に占領されたとい

う｡このため入植 した新農民も ｢多様な職業の人々｣であったい うから､難民層の集団入植

であった可能性が高い集落といえる01955年時点では ｢解約｣(｢経営返上｣と同義である)

6件､｢逃亡｣ 6件､｢空きJ 5件､計17件とい う多数の新農民の経営放棄が生 じているO家

畜不足は深刻であり､まともな畜舎も存在せず必要に応 じて ｢仮設厩舎Notstallen｣に収容

されるだけであり､さらに数百メー トルも水汲みにいかなければならないほどであった｡お

まけに負債がかさんでいるために追加融資どころか､社会保険料未払いで医者にかかること

すらできない｡そもそも交通事情がわるいので､医者が往診を拒否するほどであったとまで

告かれているし)

注目すべきはこの村の逃亡者のSの逃亡理由であるC彼は､自らの逃亡について ｢ここに

はLPGが建設されない､だからこの村を出るんだ｣と言っていたという｡そのうえでこの報

苦者は ｢LPG化の前提条件はどこにもないにもかかわらず､この地区ではLPGを結成するこ

とだけが岬=-:･の解決方法である｣､とのべているOここでい うLPG化の前提条件 とは､経営

的な条件である｡

同じく ｢困難な村｣とされながら､これとは事情が異なるのが､次の同郡M村の事例であ

る｡この村は､｢解約｣ 7件､｢逃亡｣ 3件､｢空き｣ 3件､計13件の放棄経営を抱えている｡

このうち ｢解約｣経営については､夫婦が高齢 ･病気 ･傷害で､かつ後継者がいない経営と

して三例があげられ (おおむね息子は職人希望であり､娘は結婚や逃亡等ですでに他出して

いる)､共同経営者の義父の引退によるものが一例､家畜の大量死によって経営気力を喪失

したものが一例となってお り､ ヒ述のギュス トロー郡の分析 とおおむね-致 しているoまた､

報告者は､当局の意向を反映 しているのだろうが､ここでも問題の解決はLPG化 しかない

とした うえで､それを阻害 している要因として､村長の統治能力のなさとともに､他方で

｢職業仲間たちの間であらゆる点で模範的であり､顕著に優良な経営を行っている｣新農民

MがLPG化に反対 していることをあげている｡この模範農民は ｢LPG加盟に敵対するつもり

はないが､ しか しLPGからは何 も生まれないとい う見解である｡彼は個人農 として毎年､

8,000-10,000DMの ｢飢~欄 j余分freieSpitze｣を稼いでいるが､LPG加盟すればこれを失 うこ

とになる｣と主張しているといわれている｡

ME村W集落の事例がもっとも劣悪で悲惨な新農民集落の事例であるのに対 して､M村の
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事例は､LPGなき新.農民集落のなかではおそらくかなり一般的な事例であったと思われる｡

つまりは､個人経営の存立が優先され､集落としては非耕作地の増大に関心を持たず､また､

あえてLPG化も行わないという態度である｡すでに述べたような､逃亡を決行 しなくても､

｢複合経営｣解消や ｢婚姻｣による経営の選択と集中に見られるような処 し方が新農民には

存在 していた｡M村の事例は､そんな新農民の行動をベースにした､村の対応 といえるかも

しれない｡その意味では､それは--弓3-で当局のLPG化政策に対して明らかに距離をおいた態

度であるが､同時に他方では村の新たな ｢社会的弱者｣の扶養責任を拒否し､当局に預けて

しまう処し方だともいえる｡ガ-デブッシュ郡の報告が ｢土地改革の時は新農民経営に多く

の関心が向けられたのに､現在ではおおくの村では無関心が支配的である｣とのべているの

ぼH3'､こうした村の行動を反映していようoこうしたあり方が生じたのは､第-に旧農民村

落と比較 した場合の新農民村落の村落統治能力の弱さであり(叫､第二に当局にとっても､生

産力的な観点からみたときに､新農民の耕作放棄問題よりも､旧農民の大農の荒廃経営問題

のほうがはるかに深刻なものとして意識されていたからではないかと推測される｡ しかし､

この点はなお仮説の域をでるものではない｡1950年代の新農民集落の状況をLPG化との関わ

りで論じるには､より深い実証分析がやはりどうしても必要であろう0

5.おわりに

本稿は新旧農民の ｢共和国逃亡｣を手がかりにしながら､その周辺に拡がる問題群を探 り

あてていくことで､1950年代前半の東独の農村問題のありようを照射することを狙いとした｡

これまでの叙述からわかるように､それは､東独 ｢社会主義｣政権の反大農政策の展開を発

火点としつつも､｢強制的集団化の裏返 しとしての農民の大量逃亡｣論だけでは語 りきれな

い複合的な要素を内包する現象であった｡以下､新旧農民別に､本稿のポイン トを整理 して

おきたい｡

旧農民村落に関しては､まず第--に1952-1953年における出来事の画期性が指摘されなけ

ればならない｡村ごとの差異がおおきいものの､とくに ｢壊滅型｣村落に象徴されるように､

かなりの村ではそれは大農層の歴史的な消滅を意味した｡

第二に､大農逃亡は ｢荒廃農業経営｣問題と密接な関わりがあった｡本稿の狙いの一つは

｢荒廃法｣による接収政策の歴史的意義を農民逃亡との関わりで再発見することであったが､

同時に ｢荒廃経営｣の接収理由の分析からは､｢反大農政策｣のもった影響のみならず､第

二次大戦が旧農民の経営者と家族労働力に与えた深い傷跡が浮き彫 りとなった｡

第三に､大農経営接収後の問題については､LPG-移管された接収経営は2割ほどにすぎ

ないこと､接収経営は ｢信託機関｣-の移管ののちにOLBの管理下にはいるが､逃亡を選択

せず村に残存することとなった人々は､このOLBの経営者として､あるいは農業労働者とし
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て従来の経営に従事したこと､そしてなにより住宅利用において農民家族は不遇な状況を強

いられたことが明らかとなった｡こうした背景には住宅不足に苦しむ村内下層民からの強い

要請と､｢良質な労働力確保のために｣大農住宅を必要と考える郡当局による方向付けとい

う二つの圧力が作用したと考えられる｡なお､従来のような酉-逃げた人々の視点から語ら

れる農民逃亡諭では､こうした ｢村に残った人々｣の問題が抜け落ちてしまっていたことを

ここでは強調 しておきたい｡

次に新農民に関しては､第-にそもそも農民逃亡問題を1950年代の新農民問題の新たな局

面展開との関わりで論 じるようとする問題意識自体が従来ほとんどなかったこと､さらにま

た､新農民逃亡は農村流出が顕著となる1950年代からほぼ恒常的に発生しているが､旧農民

との比較ではとりわけ ｢6月事件｣後において農民の ｢共和国逃亡｣の主役となったことを

指摘 しておきたい｡

第二に､新農民の行動には､農民的というよりもプロレタリア的ともいうべき性格が顕著

にみとめられた｡旧農民の逃亡が政治的規定性を帯びた経営問題と強く連動していたのに対

し､新農民の逃亡理由で顕著なのは､夫婦の不和にみられるような私的な理由付けであり､

かつ高い流動性であった｡さらに､経営世襲に関する自覚が乏しい彼 らの態度が､当該期の

農村逃亡者の主役である ｢農挿J-青年層｣の流出を促すこととなった｡

第三に､新農民については ｢逃亡｣や ｢LPG化｣とは異なる戦略があったことが ｢経営返

し｣の分析から浮かび上がった｡｢複数経営の限界｣を理由とした ｢返上｣､とくに新農民同

志の婚姻による一一万の経営の ｢返上｣にもっとも典型的にみられるように､経営の選択と集

中､そして家族労働力確保により全体としての経営改善がはかられようとしたのである｡

第四に､以上の点は､農村逃亡だけでは語 りきれない当該期の新農民 ｢戦略｣の多様性を

切り開く｡経営的に脆弱な集落では､｢6月事件｣後においても集落包括的なLPG化による

｢解決｣がはかられざるをえないが､他方で､｢6月事件｣後にLPGを解散してしまう集落は､

耕作放棄地の問題を放置したまま､個人農としての生き残 りが志向される｡土地改革以来､

一貫 して観察される制御不能な新農民の行動様式と､これをベースとした弱い村落の統治能

力が､逆にこうした当局との距離をもった新農民の戦略を可能にしたといえるのではないか｡

本稿は､一般には集団化の時期とされる1950年代を､｢逃亡｣とその周辺的な問題領域か

ら見なおしてみる試みであった｡これまでの叙述から､新旧農民別のあり方の差異はもとよ

り､さらには新旧農民内部においても多様な戦略の可能性が開かれていたことがわかろう｡

こうした多様性は､では ｢表｣の農業集団化過程にどのように連動していくのだろうか｡こ

の課題は､集団化過程を村を主体とするミクロヒス トリー的な手法によって分析することで

明らかにされるのではないかと私は考えている｡本稿では論 じえなかった1960-1961年の

全面的集団化の時期における最後の農民の ｢共和国逃亡｣問題の分析とならんで､それを今

後の課題としたいと思 う｡
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注

(1)chrlStelNehrlng,DcrUmgangmュtdenunbewlrtSChailtetenFlacheninDDR.DICEntwicklungder〔)rtllChen

Landwirtschaftsbetrlebe,in;ZeitschrlftfurAgrargeschlChteundAgrarsoziologle,Jg51(2003),Heft2,なお､

日本における戦後東独農村の ｢荒廃経営｣問題や農民の ｢共和 司逃亡｣をテーマ とする研究論文は管見

の限 り皆無である｡

(2)本稿が主に依拠 したLzlndcshauptarchlVScllWerin (以下､LHASとti齢 己)所蔵の ｢荒廃経営関連史料｣は ド

記のとお りである｡

LHAS,7.2ト1,Bezirkstag/RatdesBezlrkesNcubrandenburg,Nr,2247,2248,2249.

LHAS,7.1日 ,Bezlrkstag/RatdesBezirkesSchwerin,Nr.3049,3049/i,3050/3051,3052,3053,3054,3055,

3056/3057,3058,3059,3060

(3)GcsctzblattderDeutschenDemokratlSChenRepLlbllk (以下､GBlと略記),1951,d.12,Febr.1952,Nr.16,

S.75,GB1,1952,d.27.Marz1952,Nr.38,S,227.

(4)1952年5月30日時点 (実際には3月15E川鋸丈)での当該州の非耕作地の内訳は]二地改革用地88,570ha､そ

の他25,426haであるから､土二地改革用地が占める割合は77%である0 ｢その他｣の内訳は小作地､村有地､

林地､ [謹;一掩磯 場地な どとなっている｡ BundesarchlV Berlin-LIChterfeld (以 下､B-Archと略記) DK-1,

Nr.3127,S49-53.

(5)この点は拙稿(I)｢戦後東 ドイツ農業における と地改革と新農民問題｣『生物資源経済研究』 (京都大学)

第 6fr]/ (2000年)を参照のこと｡

(6)GBl,1952,d.27.Marz1952,Nr38,S225 以下本稿では､本立法第 1条適用経営を｢逃亡経営｣､第 2条

適用経営を｢不良経営｣､第 3条適用経営を ｢脆弱経営｣ と呼ぶこととする｡

(7)GBl,1952,d26.JuH1952,Nr.loo,S615.

(8)GBl,1953,d27.Feb.1953,NI125,S.329.

(9)GBl.1953,d.15.Scpt 1953,Nr.99.S.983.

(10)1953年12月31日時点のロス トク県における ｢経営返還｣状況に関する-腰 衣によれば､1953年2月19日

法 と1952年7月17日法によって経営を接収された大農1182経営の うち､実際に経営を自らの手に取 り戻 し

たものは240経営であり､その比率は20%である｡容易に予測 されるように､2月19日法適用者の返却率

は37%と高いが､これに対 して7月17日法適用者はわずか6%にすぎないoLandesarchlVGreifswald (以下､

LAGと略記),Rep200,4.6.1.2.Nr.134,Blldungdel･OrtlichenLandwlrtSChaftsbetrlebe,1953 oh Bl.

(ll)｢荒廃法｣の場合､_ll三確には ｢接収｣ではなく ｢移譲ubernahme｣という言葉が使われているが､その実

態は ｢査定に基づ く接収｣以外のなにものでもない｡ したがって本稿では ｢接収｣ とい う訳語をあて､

文字通 りの ｢接収｣の場合は ｢強制接収｣とすることとした｡

(12)uiAS,7.1ト1,Nr3050/3051,AufstellungenuberverlasseneBetrlCbeundbeabsichtlgteBewlrtSChaftungswelSe,

ubergabeanLPG bzw.RuckgabeandieElgentumer,machKrelSCnundGcmeinde,Mltte1953.この場合

の ｢離村経営verlasseneBetricbc｣ とは､西-の逃亡のみならず､｢荒廃法｣による経営接収や､2月19日

法の適用による逮捕などを契機 とする ｢離村｣も含んでいると考えられるOなお､1952年は同時に行政

制度の改革の年でもある｡ これによりメクレンブルク ･フォアボンメルン州はロス トク県､シュベ リン

県､ノイブランデンブルク県の 3県に編成替えされ､また郡制度 も編成替えされているD過渡期にある

ために州 と県の文吉が混在化する時期でもある｡

(13)厳密に言えば集計単位が ｢行政村Gernclndc｣か ｢集落ort｣かは不詳である｡すべてについて確認 して

はいないが集落単位である可能性が高いと思われるので､本稿では ｢集落｣ とい うタームを使 うことと

する｡

(14)NlekammerfsGuteトAdreβbucher,Band4,GuteradreβbuchYonMecklenburg-SchwerinundMecklenburg-

StrelltZ,LelpZlg1921.

(15)StatistischesJahrbuchderDcutschenDemokratlSChenRepubllk 1956,hg.V.d StaatllChenZentralverwaltung
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filrStatlStik,2.Jahrgang,Berlin(0)1957,S･350-351･

(16)もちろん 1経営程度の減少は､戦前期か戦後土地改勘裾こ生 じている咽 紺 三の方が大きいと考えられる｡

(17)B-Arch,DK-1,Nr885,S5

(18)NleSke,ChrlStian,VonlLandundselnCnLcuten Lcbenlneinem MecklcnburgerBauemdorfL1750blS1953,

Schwerln1997,S.24134.

(19)Ebenda,S.24.

(20)Ebcnda.S.344.なお､ニー スケは閉き取 りによってフープェ9経営が潮戚したと述べているが､これは

上記 ｢離村経営者｣ リス トのZ村の ｢離村音数｣の20ha以 L層9鋸 こ 一致 しているノ,ちなみに本村の 咽圭

村経営者｣数は12名であり､うら2月19日適用対象者は5孝,､経営返還されたものが2彰一となっている｡ニー

スケの研究では経営返還についての言及はみ られない｡LHAS,7.ll-1,Nr.3050,ohBl.,KrelSButzow,

Zernlll.

(21)Nieskc,a.a.0.,S344

(22)ニースケのオーラル ヒス トリー研究では､Z村大農Bは1951年に州農務省職員から ｢村の反動分 rjと

明 言されてお り､さらに ｢1953年1月からZ村農民に対する大規模な行動がは じまり村共同体は解体され

この女性職員が ｢いまにZ村は 粛',･されるさ｡それでもそこに居残るやつとは短期で小 さな戦争をするこ

とになるさ､と満足げにしゃべっていた｣と話したとい う′つEbenda,S.335,338,u 341.

(23)Ebenda,S.330-344.なお､この経′酎まその後､本村LPGの本部となっているD

(24)これにより1949年以降､50ha以上層の単位面責iLlあたりの穀物ノルマは､5ha以 F層のそれに対 して2倍に､

1950年以降は3倍に設定されたとい う｡Bauerkampcr,Arnd,LandllChenGesellschaftinderkommumstischcn

DlktaturZwangsmodemislerul-蛋u｡dTradltlOninBrandenburg1945-1963,Koln2002,S･143

(25)Ebenda.S.142-143;Schler,Barbara,AHtagslebcnlm "SozlalistlSChenDorf"MerxlcbcnundseineLPG im

SpannullgSfeldderSED-Agrarpolltlk1945-1990,Munster2001,S.25.

(26)なお､当該州は他州に比べて も突出 して ｢荒廃法｣適榊 Jト数が多い州である｡ 1952年12月9【_川寺点にお

いて､第 1粂および第2条適用により接収 された経営数は計1214件で全DDR (2208件)の55%を､農地面

積でも45,058haで全DDRの57.4%を占めているJJB-Arch,DKl,Nr884,S.14.

(27)(荒廃法 リス ト｣に基づいて数え上げたoLliAS,7.ll-1,Nr3057,oh.Bl.(KrelSSchwerln)

(28)煩雑になるので掲載を省略 した｡LHAS,721-1,Nr2248,oh.Bl.(VorschlagefurdleGewahrungYon

Kreditnach § 3derVerordnunguberdevastlertelandwirtschaftllCheBctrlebevom 20.Marz1952,KrelS

Pasewalk)

(29)LHAS,71日,Nr.3055,ohBl.(BerlChtuberdieVcrordnungvom 2031952(devastiertcBetricbe))

(30)｢荒廃法｣に即 してではないが､D.ランゲン--ンはニーダーラウジッツ地方のある村落の分析の中で

己主張を しようとしたグループ､第二が ｢供uJ./ルマを遂行する能力はあるが､sEDの計細目こ反対 して

いるために､｢農民的ずる賢さBaucmSChlauc｣の形で､供出義務を果たさないか､あるいは故意に遅れ て

果たすか､あるいは刑事処罰とい う桐嶋lJの後にはじめて果たすような農民たち｣｡そ して第 三のグループ

が ｢経済的に脆弱なグループ｣で､その具体的内容を ｢息 子が戦死 した旧農民､子供が農外流杜iした旧

農民､農場経営をする余力のない年輩の単身婦人｣としている｡Langenhan,Dagmar,"rlalteDIChfem Yon

denKommunisten,dieWOllenmchtarbeiten!rFKollektlVlerungderLandwlrtSChaftundbauerllCherElgen-Slnn

am BeisplelNiederlausitzcrDorfer1952blSMlttedersechtlgerJahre,ln,Lindenberg,T,Herrschaftund

Eigen-SinnlnderDiktattlr.SfudlenZurGesellschaftsgeschichtederDDR,Koln1999,Sl132f. ただ し､分

析対象 とされた村落には大農が不在であったことにもよるのだろうが､この村落は反大農キャンペーン

も ｢6月 建坪ト｣も無縁のところとされてお り(Ebenda,Anm47,S.132)､大殿村落解体はこの論文では論

点となっていない｡

(31)LHAS,7.21-I,Nr.2248,oh Bl.,Protokollaufgen o m m enam 15.4.1m GemeindeburoinBuchholz.(Krc-s

Waren)
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(32)BauernEcho,AusgabeMecklenburg,DemokratischenBauempartelDeutschlands,1952.さらに､パセ ヴァ

ルク郡Bergholz村からの紬告によれば､53才の単身女性について ｢自分で経営することはできない｡住居､

厩舎に至るまでの経営用建物が戦争で破壊 された｡ これまでは息子が支えてきたが､他の経営に婿入 り

することとなった｣ とあるD (LHAS,7.2日 ,Nr2248,Pasewalkd.17.6.1952)この事例は､婿の需要が大

きかったことともに､とりわけ怪1境地帯の当該州東部地域において戦場化による戦災が深刻だったこと

を物語るD

(33)LliAS,7.1日 ,Nr.3057,C'h.Bl,Parchim,d.18.10.1952

(34)例えば､パル ヒム郡丁村の K (2989ha)は､｢労働者に対する処遇がひどいために､この経営には労働

者がおらず､経営放棄の状態に至った｣とい う｡Ebenda.

(35)LHAS,7.ll-I,Nr.3058,oh.Bl.,Schwerlnd.21.04.1952.

(36) さきにあげたChニースケの研究で登場するビュツオー郡の大農家族 も､1946年から通貨改 革の時期に

かけては､キャベツ､ブロッコリー､ トマ トなどの野菜類や､ウサギの飼育､花弄栽培など､供出対象

作物を迂回するかたちでの収益追求がなされている｡その際､とくにウサギ毛については､オス トプロ

イセン難民である老婦Kが紡ぎ､ヤ ミでベル リンの知 り合いに売却 したとい う｡また､花赤については､

｢早期､花束を二つの寵に入れて､8時の列車でシュベ リン-行き｣､｢池paff.entelChの前に店を立てて商品

を並べると､花束は飛ぶように売れた｣が､その収益は賃金支払いの一部にあてられたD1947年には花

の販売にE.S.を雇い入れ､その結果 ｢私の稼ぎだけで女性労働者賃金の総額に匹敵するほど｣になったと

い うoNieske,a.a.0.,S,32ト322,

(37)LHAS,7.ll-1,Nr.3057.

(38)LHAS,7.ll-1,Nr.3055,oh.Bl.,Schwerin,d,21.10.1952.

(39)デンミン郡Kaslin村のKL(20.4811a)の事例をあげておく｡｢経営には負債はない｡所有者は単身女性であ

り､農場を一一人で経営 していく意思も能力 もない｡農業労働者のWが小作人として投入(elnSetZen)される

こととなるだろう｡家畜保有は完全に不十分である｡建物は少 しの修理できちん としたものとなる｡｣

LHAS,7.21-I,Nr.2247,(KrcISDemmin).

(40)LHAS,7.1l-I,Nr,305･5,ohBl.,Schwerin,d.21,10,1952

(41)なお､表5の接収理由からは､この屑に労働力不足が決定的に作用 したことがよみとれる｡

(42)LHAS,7ll-I,Nr3055,oh∴Bl.,Schwerln,d.21.10.1952.

(43)LHAS,7ll-1,Nr.3058,oh.Bl.,Groβ-Thurow,d.09.07.1952.ちなみにこの報告によれば､この 3経営の

うちの 一つのL経営(7日1a)においては､所有者が1952年6月16日に ｢共和国逃亡｣ し､妻 (51才)､息子

(IS才)､父(87才)､姉 (73才)が相に残 されたO ｢残 された家族は今 も同 じ農場で暮 らし｣､｢特に逃 亡者

の息+は素行が非常に悪 く､われわれの政策に対 して常に否定的である｡例えば彼はこの村の女性農業

労働者GAに対 して､『今に見ていろ､す ぐに状況は変わる｡そ したらおまえたちは鞭打ちで､それ以上

生か しておかないからな』 と言っている｣と書かれているOそ して､この経営には農業労働者が3年.いる

とされ､頭部損傷の30才の男とともに､妻 と息子があげられている｡同 じく所有者が逃亡 し､i--fj:(60才)

だけが残されたS経′計 ぐは､農場の旧農業労働者 4名が､そのまま農業労働者 としてカウン トされているQ

(44)1953年1月24【ニ】の文書では､｢荒廃経営｣の農業労働者の食箱rr:研削ま､農 民経営の農業労働者や国有農場

の農業労働者にくらべても著 しく悪化 し､その結果急速な流山を招いている､そ して 一層の労働力不足

に よ り春新 が懸念 され る 研 削 こな ったい る､ と述べ られ てい る｡ LHAS,71日 ,Nr.3058,oh.Bl.,

Schwerln,d24011953.

(45)この点は以下の拙稿を参照されたい,,拙稿(2)｢戦後東 ドイツの旧農民村落における難民問題一メクレン

ブルク ･フォアポメルンを中心に-｣『生物資源経済研究』(京都大学)､第8JFlf､2002年O

(46)BIArch,DK-1,Nr.3127,S19

(47)難民の家財問題については前掲拙稿(2)170頁､および181頁 (注51)を参照O

(48)LHAS,7,1111,Nr3055,oh.Bl.,Butzow,den2808.1952(‖ansBeyer氏からNDPD党宛の砦発文書)

(49)NleSke,a.a.0.,S.337.

(50)LIiAS,7ll-1,Nr.3058,oh,Bl.,Groβ-Thurow,d,09.07,1952
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(51)LHAS,7.ll-I,Nr3052,ohBl"Parchim,a.17.061954.

(52)この点は前掲拙稿(1)を参照のことO

(53)B-Arch.DK.-I,Nr.3127:MaβnahmenzLlrBewlrtSChaftLmgdevast-erterBetrlebe,2Bde.,1950-52,S.49-53;こ

の文釦 こよれば1952年5月30日の当該州における新庖民の非耕作地 (土地改革用地に属する)は88,570ha

とされているoStockigtによれば当該州の1950年の土地改附 目地は1,073,578haであるから (Stocklg,R.,Der

KampfderKPD um diedemokratlSCheBodcnreForm,Berlin1984,S.260)､単純計算で8.2%となる｡なお

別の資料では封 亥州の1952年4月25t川)非耕作地は89,567haとなっている｡LHAS,7,1日 ,Nr3055,oh.

Bl.,d.25.04,1952

(54)BIArch,DKト888,dO6081955.

(55)Ebenda.

(56)LIiAS,7.2ト1,Nr2249,0hBINeustrelitz,d05.08,1954(Sltuat10nbericht),U,Dez.1954(Sltuat10nberlCht)

長のセク ト的な態度が組合員に,影響を及ぼ している場合や､あるいは組合長 とその支持者たち (山部は

oLB時代からのもの)に隠 し事がある場合である｣ といわれていること (B-Arch,DKl,Nr.888,d.06.08

1955)､第二に､とくに全面的集l亘日との時婚=ま､LPG農民の急増が観察されるが､これは現実には一端LP

G農民になった旧農民層の逃 亡を意味するものであること (Vgl.LAG,Rep200,4.6.1.1.,Nr.258I,VP

Rapporte,VP王nformation,Enth.,LandwlrtSChaftInformation,1959-1960)を指摘 してお く｡

(58)先のロス トク 県とH,張調査撞告には ｢｢離村｣新農民の数のほかに､MTS､VEG､LPG､農業労働者､お

よび個人農の子弟の逃亡数が 高い水準にあることが確認された｡これは L記の数値 (表7-1をさす-筆者)

DKl,Nr.888,d.06.081955ohBl.

Schwart7,.,Michael,Tntegrat10n und Transformation.Umsiedler-Polltik utld reglC･nalerStrukturwandelin

Mecklenburg-VorpommernYon 1945his1953,in;vanMelis,Damian(Hg.),SoziallSmuSaufden Flatten

Land,Mecklenburg-Vorpommern1945-1952,Schwerln1999,S.177-178

(60)表8に示 されたテンミン郡の逃亡数の変化をみるかぎり､数字が欠落する1953年を除けば､新農民経営

者の逃亡数はおおむね年間25人程度である｡

(61)LHAS,72111,Nr.2249,oh.Bl,7.6.1956,(Betr.hlformatlOnischerBerlChtderStaatHcherKontrolluber

RepubllkfluclltVOnNetlbauem)

(62)LHAS,7.2ト1,Nr.2249,Dcmmln,d.06.12,1956.

(63)LHAS,7.2日 ,Nr.2249,Demmm,d.0808.1956,

(64)Ebenda ただ しこの新農民は刑事事件を起こし､聾察により調査がは じまっていたとされる｡

(65)Ebenda.

(66)LHAS,7.21-1,Nr.2249,Ueckemunde,d.08.05.1955.

(67)LHAS,72ト1,Nr.2249,Ankram,d.19,ll.1954

(68)LHAS,7.21-I,Nl12249,Altentreptow,d.2510.1954.

(69)LHAS,7.2日 ,Nr.2249,Ankralll,d.15.02.1955.

(70)LHAS,7.21-I,Nr.2249,Demmin,d.20.07.1954,Demmin,d09.05.1955,Demmin,d.30.03.1955,Demmln,

d.1601.1956.

(71)この点は拙稿(1)を参照のこと｡

(72)LHAS,7.2日 ,Nr2249,Altentreptow,d,05.02.1953

(73)B-Arch,DKl,NT.888,d.06.08.1955.

(74)本節(4)で言及するガ-デブッシュ郡の新農民報告では､当郡では ｢土地登記がほとんど行われていない｡

土地台帳では少なくとも80%が所有の変更を行っていないO こうした事態は既に48年か ら504引こおいて

生 じているO このため新農民たちは自分が土地所有者であると感 じていない し､実際にまた所有者でな

いのである｣と述べ られている｡LHAS,7ll-I,Nr.3049-1,oh.Bl.(Gadebusch,05.04.1955)
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(75)B-Arch,DOH l,Nr.963,S84.

(76)LHAS,72ト1,Nr.2249,Ankram,d16.091954,

(77)LHAS,7,Iレl,Nr.3049-1,Gustrow,d07.041955,(Betr.AnalyseRlrAntrageaLIfAbgabcYon

NeubauernstellensowICAll-undGroβbauernstelleundRepublikfluchtlger)

(78)Ebellda.

(79)Ebellda.

(80)LHAS,7.ll-I,Nr.3049-1,Gadebush,05.041955.この文吉では､具体例としてNS村の元新農民Wの例が

あげられている｡彼は1954年に経営返上を中日ttiL､｢筋変性 と加齢によりこれ以上入植地経営に従事でき

ないLとい う医師の診断書に基づき郡 ト･般農業間Jf退｣委員会によって返上が許 "Tされ､経営はOLBに

引き渡されたo Lかし返上直後彼はK村oLB における労働を受け入れた､とされる｡

(81)ただしGustrow郡はもともと大経営が支配的な郡であるためであろうが､絶対数だけみると ｢新農民非

耕作地｣の総件数 と総称積が他郡に比べて非常に高い｡LHAS,7ll-I,Nr.3049,Schwerin,1808.1952,

ZusamlllenStellul一g

(82)LHAS,7,ll-1,Nr.3049-1,Gadebush,0504.1955.

(83)Ebenda

(84)ただし､新農民村落の統治能力の低さは旧農民村落を基準としたときに変'-当する言い方である｡新戯民

村落でも経営は個人単位では完結 しえず､村vdgBを核とする共闘 乍業が行われている｡ この点は捌 寺の

''Hofgemeinschaftrrや ITHausgemeinscllaftHなどの運動の実態とともに､より詳しく分析される必要があろうO

(受理蛇‡ 2005年1月13日)
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